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障害者権利条約の国内的実施・監視 (3) 
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え
て
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な
い
、
こ
の
条
約
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約

(
T
h
e
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 o
n
 t
h
e
 R
i
g
h
t
s
 of P
e
r
s
o
n
s
 w
i
t
h
 Disabilities
、
以
下
「
障
害
者
権
利
条
約
」

あ
る
い
は
「
条
約
」
）
お
よ
び
同
議
定
書
は
二
0
0
六
年
―
二
月

二
二
日
に
第
六
一
回
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
、
二

0
0
八
年
五
月
三
日
に

発
効
し
た
。
障
害
者
権
利
条
約
は
障
害
者
の
権
利
を
包
括
的
に
規
定
し
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
尊
重
、
保
護
お
よ
び
充
足
す
る
締
約
国
の
義

(2
)
 

務
を
明
確
に
す
る
初
め
て
の
国
際
人
権
条
約
で
あ
る
。
こ
の
条
約
は
ニ―

世
紀
に
入
り
最
初
に
成
立
し
た
人
権
条
約
で
あ
り
、
ま
た
国
際

障
害
法
の
中
核
的
な
文
書
で
も
あ
る
。
条
約
締
約
国
は
一

三
〇
、
同
選
択
議
定
書
の
締
約
国
は
七
六
（
二
0
一
三
年
三
月
末
現
在
）

(3
)
 

る
。
ア
ジ
ア
地
域
で
も
多
く
の
国
が
締
約
国
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
に
よ
る
批
准
が
待
た
れ
て
い
る
。

で
あ

障
害
者
権
利
条
約
の
締
約
国
は
、
「
障
害
を
理
由
と
す
る
い
か
な
る
差
別
も
な
し
に
、
す
べ
て
の
障
害
者
の
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本

的
自
由
を
完
全
に
実
現
す
る
こ
と
を
確
保
し
、
及
び
促
進
す
る
こ
と
を
約
束
」

（四
条
一
項
）
す
る
。
こ
の
た
め
、
締
約
国
は
、
す
べ
て
の

適
切
な
立
法
・
行
政
措
置
を
と
り
、
条
約
と
両
立
し
な
い
い
か
な
る
行
為
ま
た
は
慣
行
も
差
し
控
え
、
か
つ
、
公
の
当
局
・
機
関
が
条
約

（同

(
a
)
・
(
d
)
)
等
を
約
束
す
る
。
こ
う
し
た
締
約
国
の
約
束
を
確
保
す
る
た
め
、
条
約
は
国
内
的
実
施
措

置
と
国
際
的
実
施
措
置
を
備
え
て
い
る
。
後
者
は
他
の
人
権
諸
条
約
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
他
の
人
権
諸
条
約
に
例
を
見

と
こ
ろ
で
、

(4
)
 

日
本
で
は
二

0
1
0
年
か
ら
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会
議
や
障
害
者
政
策
委
員
会
の
場
で
障
害
者
を
め
ぐ
る
制
度
改
革

の
議
論
が
公
的
に
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
一
環
と
し
て
、
条
約
の
批
准
や
障
害
者
差
別
禁
止
法
の
制
定
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

障
害
者
権
利
条
約
三
一＿
一
条
（
国
内
的
実
施
・
監
視
）

は
じ
め
に
ー
本
稿
の
目
的

の
規
定
を
踏
ま
え
、
諸
国
の
実
例
を
参
照
し
、
条
約
の
国
内
実
施
と
監
視
を
め
ぐ
る

制
度
設
計
上
の
論
点
整
理
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
、

①
同
条
が
締
約
国
に
求
め
る
条
約
の
国
内
実
施
機
関
と
し
て
、
現
在
内
閣
府
に
置
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障害者権利条約の国内的実施・監視 (5) 

で
あ
る
。

る。

障
害
者
権
利
条
約
の
国
際
的
実
施
措
置
の
概
要

I

障
害
者
権
利
条
約
の
実
施
措
置

か
れ
て
い
る
障
害
者
政
策
委
員
会
で
十
分
な
の
か
、
②
仮
に
十
分
で
な
い
な
ら
、
国
連
が
パ
リ
原
則
に
よ
っ
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
す
政

府
か
ら
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
と
み
な
し
う
る
条
約
監
視
機
関
を
新
設
す
べ
き
な
の
か
、

③
こ
の
新
設
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、

ど
の
よ
う
な
制
度
設
計
が
考
え
ら
れ
る
の
か
、
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

(5
)
 

な
お
、
条
約
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て

J
D
F
翻
訳
版
を
用
い
る
。

条
約
の
締
約
国
は
、
「
こ
の
条
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
を
実
施
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
適
切
な
立
法
措
置
、
行
政
措
置
そ
の
他
の

措
置
を
と
る
こ
と
。
」
（
四
条
一

(a)
）
等
を
約
束
す
る
。
条
約
の
実
施
措
置
は
、
締
約
国
の
約
束
を
確
保
す
る
た
め
の
重
要
な
過
程
で
あ

条
約
は
国
内
的
実
施
措
置
と
国
際
的
実
施
措
置
を
備
え
て
い
る
。
後
者
は
他
の
人
権
諸
条
約
に
も
類
似
の
例
が
あ
る
が
、
前
者
は
こ
の

(6
)
 

条
約
独
自
の
も
の
で
、
他
の
人
権
諸
条
約
に
例
を
見
な
い
。

(7
)

（

8
)
 

条
約
の
国
際
的
実
施
措
置
は
、
「
障
害
の
あ
る
人
の
権
利
に
関
す
る
委
員
会
」
（
以
下
、
「
障
害
者
権
利
委
員
会
」
）
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ

る
（
条
約
三
四
条
）
。
同
委
員
会
は
、
す
べ
て
の
条
約
締
約
国
か
ら
義
務
的
に
提
出
さ
れ
る
国
家
報
告
を
検
討
し
、
提
案
や
一
般
的
勧
告
を

(
9
)

（

10
)
 

提
示
す
る
（
条
約
三
五
条
一
項
）
。
こ
の
国
家
報
告
制
度
は
他
の
人
権
諸
条
約
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
条
約
の
国
際
的
実
施
措
置
の
一
種

こ
れ
に
加
え
て
、
条
約
選
択
議
定
書

(
O
p
t
i
o
n
a
l
P
r
o
t
o
c
o
l
 to t
h
e
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 o
n
 t
h
e
 R
i
g
h
t
s
 of P
e
r
s
o
n
s
 w
i
t
h
 Disabilities.
以
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2

障
害
者
権
利
条
約
の
国
内
的
実
施
措
置

(II
)
 

下
、
「
選
択
議
定
書
」
）

の
締
約
国
に
お
い
て
は
、
締
約
国
の
領
域
内
で
起
き
た
条
約
侵
害
行
為
に
つ
い
て
、
個
人
が
障
害
者
権
利
委
員
会

(12
)
 

に
苦
情
を
申
立
て
、
同
委
員
会
が
こ
れ
を
検
討
し
て
個
人
の
権
利
救
済
を
は
か
る
個
人
通
報
制
度
（
選
択
議
定
書
一
条
一
項
）
が
利
用
で

(13
)
 

き
る
。
ま
た
、
重
大
で
制
度
的
な
条
約
規
定
侵
害
に
つ
い
て
、
同
委
員
会
が
当
該
国
の
協
力
の
下
に
調
査
を
行
う
、
調
査
制
度
（
選
択
議

定
書
六
条
一
項
）
も
活
用
で
き
る
。
個
人
通
報
制
度
と
調
査
制
度
は
、
条
約
選
択
議
定
書
の
締
約
国
に
関
し
て
は
、
条
約
の
国
際
的
実
施

措
置
で
あ
る
。

(14
)
 

さ
ら
に
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
す
る
い
ず
れ
の
事
案
を
も
審
議
す
る
た
め
、
定
期
的
に
締
約
国
会
議

(
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
of S
t
a
t
e
 P
a
r
,
 

ties)

が
開
催
さ
れ
る
（
条
約
四

0
条
一
項
）
。
締
約
国
会
議
を
常
設
し
、
あ
ら
ゆ
る
事
案
に
関
し
審
議
で
き
る
包
括
的
な
権
限
を
こ
れ
に

付
与
す
る
例
は
他
の
人
権
諸
条
約
に
は
見
ら
れ
ず
、
こ
の
条
約
独
自
の
国
際
的
実
施
を
担
保
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。

(15
)
 

国
内
的
実
施
措
置
に
関
し
て
は
条
約
三
三
条
（
国
内
的
な
実
施
及
び
監
視
）
が
規
定
す
る
。
同
条
は
締
約
国
に
中
心
的
機
関
の
設
置
を

求
め
る
（
一
項
前
段
）
。
ま
た
、
締
約
国
は
異
な
る
部
門
及
び
段
階
に
お
け
る
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
連
す
る
活
動
を
容
易
に
す
る
た
め
、

政
府
内
に
お
け
る
調
整
の
た
め
の
仕
組
み
の
設
置
ま
た
は
指
定
を
奨
励
さ
れ
る
（

一
項
後
段
）
。
さ
ら
に
、
締
約
国
は
条
約
実
施
を
監
視
す

る
枠
組
み
の
維
持
・
強
化
・
指
定
・
設
置
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
二
項
）。

な
お
、
市
民
社
会
、
特
に
、
障
害
者
お
よ
び
障
害
者
を
代

表
す
る
団
体
は
、
監
視
の
過
程
に
完
全
に
関
与
し
、
か
つ
、
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
こ
と
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
（
三
項
）
。

(16
)
 

国
内
的
実
施
に
関
す
る
こ
う
し
た
詳
細
な
規
定
は
他
の
条
約
で
も
み
ら
れ
る
が
、
人
権
条
約
に
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
初
め
て
で
あ
る
。
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障害者権利条約の国内的実施 監視 (7) 

(
1
)
中
心
的
機
関

(focal
point)

の
設
置
（
条
約
三
三
条
一
項
前
段
）

(17
)
 

締
約
国
は
、
そ
の
制
度
に
従
い
、
条
約
の
実
施
に
関
連
す
る
事
項
を
取
り
扱
う
「

一
又
は
二
以
上
の
中
心
的
機
関

(focal
p
o
i
n
t
s
)

を

政
府
内
に
指
定
す
る
。
」
（
三
三
条
一
項
前
段
）
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
中
心
的
機
関
の
指
定
は
条
約
上
の
義
務
で
あ
る
。

採
択
さ
れ
た
「
障
害
者
の
機
会
均
等
化
に
関
す
る
基
準
規
則
」
で
は
、
「
国
家
は
障
害
問
題
の
中
心
的
機
関

(national
focal point o
n
 

disability m
a
t
t
e
r
s
)
と
し
て
機
能
す
る
国
内
調
整
委
員
会
、
も
し
く
は
同
様
の
機
構
を
設
立
し
、
強
化
す
る
責
任
を
持
つ
。
」
（
規
則
一

七
）
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
則
は
国
連
総
会
決
議
に
よ

っ
て
採
択
さ
れ
た
も
の
で
、
国
連
加
盟
国
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(19
)
 

し
か
し
、
条
約
成
立
以
前
に
、
多
く
の
加
盟
国
で
中
心
的
機
関
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

中
心
的
機
関
に
期
待
さ
れ
る
役
割
は
、

①
国
家
元
首
・
政
府
の
長
へ
の
障
害
者
政
策
・
施
策
に
関
す
る
助
言
、
②
人
権
と
障
害
に
関
す

(20
)
 

る
省
庁
間
な
ら
び
に
中
央
・
地
方
間
の
調
整
、

③
条
約
実
施
の
た
め
の
行
動
計
画
の
策
定
等
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
心
的
機
関
に
は
条

約
の
国
内
実
施
全
般
を
鳥
諏
す
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
中
心
的
機
関
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
特
定
省
庁
の
部
局
、
障
害
者
委

(21
)
 

員
会
の
よ
う
な
機
関
、
人
権
大
臣
や
障
害
者
担
当
大
臣
の
よ
う
な
閣
僚
で
あ
る
。

中
心
的
機
関
の
形
態
は
締
約
国
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
政
府
内
で
一
体
と
な
っ
て
条
約
の
国
内
実
施
を
統
合
で
き
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
中
心
的
機
関
は
法
令
に
も
と
づ
き
指
定
さ
れ
、
適
切
な
人
材
と
財
源
を
持
ち
、
政
府
内
で
で
き
る
だ
け
高
い

レ
ベ
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
政
府
内
に
お
け
る
調
整
の
仕
組
み

(coordination
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
、
条
約
三
三
条
一
項
後
段
）

締
約
国
は
、
異
な
る
部
門
及
び
段
階
に
お
け
る
条
約
の
実
施
に
関
連
す
る
活
動
を
容
易
に
す
る
た
め
、
「
政
府
内
に
調
整
の
た
め
の
仕

組
み
を
設
置
し
又
は
指
定
す
る
こ
と
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
。
」（
三
三
条
一
項
後
段
）
。
こ
の
仕
組
み
の
設
置
・
指
定
は
締
約
国
の
義
務

一
九
九
三
年
に
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4
)

市
民
社
会
に
よ
る
監
視
（
条
約
三
三
条
三
項
）

た
「
監
視
」
と
は
立
法
の
見
直
し
や
国
内
実
施
状
況
の
検
討
活
動
で
あ
る
。

一
又
は
二
以
上
の
独
立
し
た
仕
組
み
を
含
む
。）

を
自
国
内
で
維
持
し
、
強
化
し
、
指
定
し
又
は
設
置
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
三
三
条
二
項
前
段
）
。
そ
の
仕
組
み
を
指
定
し
又
は
設
置
す
る
場
合
に
は
、
人
権
の
保
護
及
び
促
進
の
た
め
の
国
内
機
関
の
地
位
及
び

(23) 

機
能
に
関
す
る
原
則
（
国
連
パ
リ
原
則
、
後
述
）
を
考
慮
に
入
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
後
段
）
。
こ
こ
に
い
う
条
約
実
施
の
「
促
進
」

と
は
教
育
・
広
報
を
通
じ
た
条
約
の
普
及
で
あ
り
、
「
保
護
」
と
は
個
人
に
よ
る
苦
情
申
立
て
の
検
討
や
裁
判
へ
の
参
加
等
を
意
味
し
、
ま

条
約
は

「
国
内
人
権
機
関
」
で
は
な
く
「
枠
組
み
」
と
い
う
文
言
を
用
い
る
。
し
か
し
、
枠
組
み
の
指
定
・
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
国

連
パ
リ
原
則
を
考
慮
に
入
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
条
約
の
国
内
実
施
を
監
視
す
る
独
立
し
た
枠
組
み
と
し
て
、
「
国
内
人
権
機
関
」

が
も
っ
と
も
相
応
し
い
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い
琴
。

条
約
三
三
条――
―項
は
、
「
市
民
社
会
、
特
に
、
障
害
の
あ
る
人
及
び
障
害
の
あ
る
人
を
代
表
す
る
団
体
は
、
監
視

〔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
〕
の

(25
)
 

過
程
に
完
全
に
関
与
し
、
か
つ
、
参
加
す
る
。
」
と
規
定
す
る
。
本
項
は
四
条
三
項
と
と
も
に
、
条
約
の
理
念
を
象
徴
す
る
「
私
た
ち
抜
き

に
、
私
た
ち
の
こ
と
を
決
め
な
い
で
」

(
N
o
t
h
i
n
g
A
b
o
u
t
 U
s
 W
i
t
h
o
u
t
 U
s
)
を
具
体
化
す
る
規
定
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
条
約

場
合
に
は
、

で
は
な
い
が
、
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
「
調
整
の
仕
組
み
」
と
し
て
は
、
条
約
の
国
内
実
施
に
関
連
す
る
省
庁
横
断
的
な
組
織
が
想
定
さ
れ

る。
(
3
)
条
約
実
施
を
監
視
す
る
枠
組
み

(framework
、
条
約
三
三
条
二
項
）

締
約
国
は
、
そ
の
法
律
上
及
び
行
政
上
の
制
度
に
従
い
、
条
約
の
実
施
を
促
進
し
、
保
護
し
及
び
監
視
す
る
た
め
の
枠
組
み

（適
切
な
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け
始
め
た
。

は
本
項
の
趣
旨
を
生
か
す
た
め
の
具
体
的
あ
り
か
た
は
示
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
締
約
国
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

(26
)
 

「
国
内
人
権
機
関
」
と
は
、
①
人
権
保
障
の
た
め
機
能
す
る
既
存
の
国
家
機
関
と
は
別
個
の
公
的
機
関
で
、

②
憲
法
ま
た
は
法
律
を
設
置

根
拠
と
し
、
③
人
権
保
障
に
関
す
る
法
定
さ
れ
た
独
自
の
権
限
を
も
ち
、

④
い
か
な
る
外
部
勢
力
か
ら
も
干
渉
さ
れ
な
い
独
立
性
を
も
っ

人
権
機
関
の
総
称
で
あ
る
。
裁
判
所
な
ど
の
司
法
機
関
と
は
異
な
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
人
権
委
員
会
の
よ
う
に
複
数
の
個
人
で
構
成

さ
れ
る
型
（
委
員
会
型
）
と
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
の
国
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
よ
う
に
単
独
の
個
人
で
活
動
す
る
独
任
制
の
も
の
（
オ
ン
ブ
ズ

パ
ー
ソ
ン
型
）
が
あ
り
、
今
日
で
は
世
界
の
一
―
七
か
国

・
地
域
で
何
ら
か
の
国
内
人
権
機
関
が
設
置
さ
れ
、
活
動
し
て
い
琴
。

発
展
途
上
国
で
は
軍
隊
や
警
察
の
権
力
濫
用
に
よ
る
人
権
侵
害
が
横
行
し
、
ま
た
先
進
国
で
も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
構
造
的

・
社

会
的
差
別
が
解
消
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
人
権
侵
害
や
差
別
の
被
害
者
は
、
費
用
と
時
間
が
か
か
り
、
し
か
も
手
続
が
面
倒
な
裁
判
を

利
用
し
て
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
多
く
の
場
合
泣
き
寝
入
り
を
強
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
冷
戦
後
国
連
は
、
人
権
侵
害
の
苦

情
に
つ
い
て
無
料
で
相
談
を
受
け
、
簡
易
、
迅
速
に
救
済
を
は
か
る
、
政
府
か
ら
独
立
し
た
人
権
擁
護
機
関
の
設
置
を
加
盟
国
に
働
き
か

(28
)
 

一
九
九
三
年
―
二
月
に
国
連
総
会
は

「
国
内
人
権
機
関
の
地
位
に
関
す
る
原
則
（
パ
リ
原
則
）
」
を
採
択
し
、
国
内
人
権
機
関
（
以
下

「機

関
」
）
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
た
。
機
関
の
機
能
と
し
て
は
、
①
人
権
法
制
・
状
況
に
関
す
る
政
府

・
議
会
へ
の
提
言
、
②
人
権
諸
条
約
の

批
准
や
国
内
実
施
の
促
進
、
③
人
権
諸
条
約
上
の
国
家
報
告
書
へ
の
意
見
表
明
、

④
国
連
人
権
関
係
機
関
な
ど
と
の
協
力
、
⑤
人
権
教

育

・
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
支
援
、
⑥
人
権
・
差
別
撤
廃
の
宣
伝
、
な
ど
を
例
示
す
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
を
実
施
す
る
た
め
、
機
関
の

構
成
員
は
社
会
の
多
元
性
を
反
映
す
る
よ
う
選
出
し
、
そ
の
任
期
は
明
確
に
定
め
、
独
立
し
た
財
源
を
も
つ
も
の
と
す
る
な
ど
、
機
関
の

3

国
内
人
権
機
関
と
国
連
パ
リ
原
則
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独
立
性
の
確
保
策
を
示
す
。
ま
た
機
関
の
活
動
と
し
て
は
、

①
苦
情
申
立
の
検
討
、

②
意
見
の
聴
取
、
情
報
・
文
書
の
取
得
、

③
意
見
や

勧
告
の
公
表
、

④
人
権
の
促
進
と
保
護
に
責
任
を
も
つ
司
法
機
関
な
ど
と
の
協
議
、
⑤
人
権

N
G
o
と
の
連
携
、
な
ど
を
掲
げ
る
。
機
関

は
司
法
機
関
で
は
な
い
が
、
パ
リ
原
則
は
、
①
調
停
を
通
じ
て
の
友
好
的
解
決
、
②
救
済
手
段
に
関
す
る
申
立
者
へ
の
情
報
提
供
、
③
法

律
の
制
限
内
で
の
申
立
の
聴
聞
、
他
機
関
へ
の
移
送
、
④
法
律
、
規
則
、
行
政
慣
行
の
改
正
・
改
革
の
提
案
、
な
ど
準
司
法
的
権
限
を
機

な
お
、
国
連
の
人
権
活
動
に
お
い
て
、
近
年
国
内
人
権
機
関
の
役
割
は
増
し
つ
つ
あ
る
。
障
害
者
権
利
条
約
の
起
草
過
程
で
活
動
し
た

特
別
委
員
会
や
同
作
業
部
会
に
お
い
て
も
、
国
内
人
権
機
関
は
積
極
的
に
関
わ
り
、
多
数
の
提
案
を
行
っ
た
。
国
内
的
実
施
措
置
が
条
約

に
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
、
国
内
人
権
機
関
の
積
極
的
な
関
わ
り
の
―
つ
の
成
果
と
も
い
え
よ
う
。

障
害
者
権
利
条
約
に
お
い
て
は
、
条
約
の
国
内
的
実
施
・
監
視
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
担
当
す
る
機
関
の
形
態
や
職

務
権
限
の
あ
り
方
は
締
約
国
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
条
約
締
約
国
に
お
け
る
国
内
的
実
施
・
監
視
体
制
に
つ
い
て
、
条
約

監
視
機
関
（
条
約
体
）
で
あ
る
障
害
者
権
利
委
員
会
に
お
け
る
国
家
報
告
の
審
査
を
終
え
、
同
委
員
会
か
ら
最
終
所
見
を
得
た
締
約
国
等

の
実
例
を
紹
介
し
、
併
せ
て

E
uの
締
約
国
に
お
け
る
条
約
の
国
内
的
実
施
・
監
視
の
あ
り
方
を
概
観
す
る
。

チ
ュ
ニ
ジ
ア
は
障
害
者
権
利
委
員
会
か
ら
最
初
に
最
終
所
見
を
得
た
締
約
国
で
あ
る
。
同
国
で
は
、
政
府
内
に
お
け
る
調
整
の
仕
組
み

と
し
て
障
害
者
高
等
評
議
会

(
C
o
n
s
e
i
l
s
u
p
e
r
i
e
u
r
 d
e
s
 p
e
r
s
o
n
n
e
s
 p
o
r
t
e
u
s
e
s
 d
e
 h
a
n
d
i
c
a
p
)

を
置
い
て
い
る
。
条
約
三
一＿
一条
二
項

チ
ュ
ニ
ジ
ア

II

諸
国
に
お
け
る
障
害
者
権
利
条
約
の
国
内
的
実
施
・
監
視
体
制

関
は
持
て
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
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2

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

基
本
的
自
由
上
級
委
員
会

(Cornite
s
u
p
e
r
i
e
u
r
 d
e
s
 droits d
e
 l'hornrne et d
e
s
 libertes politiques)

が
担
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

(29)

（

30
)
 

い
る
。
た
だ
し
、
同
委
員
会
は
、
国
内
人
権
機
関
の
資
格
を
認
証
す
る
国
内
人
権
機
関
国
際
調
整
委
員
会

(
I
C
C
)

か
ら
認
証
資
格
を

(31
)
 

（二

0
一
三
年
一
月
二

0
日
現
在
）
。

障
害
者
権
利
委
員
会
は
、
障
害
者
高
等
評
議
会
と
人
権
・
基
本
的
自
由
上
級
委
員
会
の
存
在
に
つ
い
て
は
留
意
す
る
が
、
両
機
関
へ
の

(32
)

（

33
)
 

障
害
者
の
参
加
が
低
調
で
あ
る
こ
と
と
両
機
関
の
独
立
性
に
つ
い
て
懸
念
を
表
明
し
、
次
の
勧
告
を
行
っ
た
。

①
障
害
者
団
体
が
障
害
者
高
等
評
議
会
に
参
加
し
、
条
約
の
実
施
を
監
視
す
る
中
心
的
な
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

②
人
権
・
基
本
的
自
由
上
級
委
員
会
が
国
内
人
権
機
関
の
地
位
に
関
す
る
パ
リ
原
則
に
準
拠
す
る
よ
う
確
保
す
る
こ
と
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
国
家
報
告
は
提
出
済
み
で
あ
る
が
、
二

0
一
三
年
四
月
の
障
害
者
権
利
委
員
会
第
九
会
期
に
審
査
さ
れ
る
予

(34
)
 

定
で
、
同
委
員
会
に
よ
る
最
終
所
見
は
未
だ
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
同
国
の
国
家
報
告
は
比
較
的
詳
細
で
、

N
G
0
か
ら
の
オ
ー

(35
)
 

ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
レ
ポ
ー
ト

(Alternative
R
e
p
o
r
t
s
)

も
複
数
で
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

同
国
で
は
、
司
法
省

(
A
t
t
o
r
n
e
y
'
G
e
n
e
r
a
l
'
s
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
(
A
G
D
)
）
と
家
族
、
住
宅
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
及
び
先
住
民
族

問
題
省

(
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
of Families, H
o
u
s
i
n
g
`
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 S
e
r
v
i
c
e
s
 a
n
d
 I
n
d
i
g
e
n
o
u
s
 Affairs 
(
F
a
H
C
S
I
A
)
）
が
共
同

(36
)

（

37
)
 

で
中
心
的
機
関
の
役
割
を
担
う
。
A

G

D
は
連
邦
障
害
者
差
別
禁
止
法

(Disability
D
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 A
c
t
,
D
D
A
)
等
の
す
べ
て
の
人

権
に
関
し
広
範
な
分
野
を
所
管
し
、
条
約
に
も
と
づ
く
国
家
報
告
を
調
整
す
る
。
F
a
H
C
S
I
A
は
、
具
体
的
な
政
策
に
関
す
る
助
言

得
て
い
な
い

に
も
と
づ
く
「
条
約
の
実
施
を
促
進
し
、
保
護
し
及
び
監
視
す
る
た
め
の
枠
組
み
」
と
し
て
は
、
同
国
の
国
内
人
権
機
関
で
あ
る
人
権
・
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3

E

U
諸
国

や
障
害
分
野
に
関
す
る
専
門
的
意
見
を
提
供
し
、
条
約
の
国
内
実
施
を
め
ぐ
る
主
要
な
要
素
を
戦
略
的
に
主
導
す
る
。
政
府
内
で
両
省
が

共
同
で
中
心
的
機
関
の
役
割
を
担
う
こ
の
体
制
は
、
条
約
―
―
―三
条
一
項
が
締
約
国
に
課
す
義
務
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。

(38
)
 

両
省
が
条
約
を
実
施
・
監
視
す
る
枠
組
み
は
国
家
障
害
者
戦
略

(National
Disability S
t
r
a
t
e
g
y
)

に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
る
。
ま
た
、

司
法
長
官

(
A
t
t
o
r
n
e
y
,
G
e
n
e
r
a
l
)
は
、
条
約
が
認
め
る
諸
権
利
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
権
委
員
会

(Australian
H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 C
o
m
,
 

(39) 

m
i
s
s
i
o
n
,
A
H
R
C
)

法
(
-
九
八
六
年
）
上
の
「
人
権
」
の
定
義
に
含
ま
れ
る
旨
を
宣
言
し
た
。

な
お
、
国
家
報
告
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国
内
人
権
機
関
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
権
委
員
会
は
パ
リ
原
則
に
合
致
し
て
い
る

(40
)
 

と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
述
か
ら
は
、
条
約
に
も
と
づ
き
、
特
に
現
行
国
内
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
に
つ
い

て
、
障
害
者
が
苦
情
申
立
て
で
き
る
の
か
は
明
白
で
な
い
。
ま
た
、
国
家
報
告
に
は
、
人
権
委
員
会
が
条
約
に
も
と
づ
く
追
加
的
な
機
能

(41
)
 

を
果
た
す
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
予
算
措
置
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
国
家
報
告
作
成
の
重
要
な
段
階
に

N
G
0
の
見
解
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
さ
ら
に
同
政
府
は
、

国
家
報
告
に
対
す
る
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
レ
ポ
ー
ト
を
準
備
す
る

N
G
O
に
対
し
資
金
援
助
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
ー
ス

(42
)
 

ト
ラ
リ
ア
で
は
、
条
約
の
監
視
や
国
家
報
告
書
作
成
過
程
に
市
民
社
会
が
関
与
し
て
い
る
。

E
U
加
盟
二
七
か
国
の
中
の
条
約
未
批
准
国
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
の
み
で
、

二
四
か
国
が
条
約
を
批

准
し
て
い
る
（
二

0
一
三
年
一
月
末
現
在
）
。
こ
こ
で
は
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
事
務
所
に
よ
る
「
ヨ
ー
ロ

(43
)
 

ッ
パ
に
お
け
る
障
害
者
権
利
条
約
三
三
条
の
実
施
に
関
す
る
研
究
」
を
素
材
に
、

E
U
諸
国
に
お
け
る
条
約
の
国
内
的
実
施

・
監
視
体
制
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表 EU諸国における条約 33条の国内実施体制

A 中心的機関 B 調整の仕組み c独立機関 D 市民社会による監視

連邦労働、社会問題及び 連邦労働、社会問題及び
オーストリア陵害者全

オーストリア 消費者保護省（連邦障害 消野者保護省（連邦階害 独立監視委貝会

問題諮問会議が支援） 問題諮問会議が支援）
国評議会

社会問題省戦略研究局
機会均等反人種主義セ

ベルギー 長（地域に 7箇所の中心 社会問題省戦略研究局長 ベルギー障害フォーラム

的機関がある）
ンター

労働及び社会問題省（外

チェコ
労働及び社会問題省（政 務省、政府障害者会議な

チェコ全国障害評議会
府障害者会議が支援） らびにチェコ全国障害

評議会と協力）

デンマーク 社会問題省 省庁間障害問題委貝会
デンマーク人権センター

デンマーク障害者機構
（独立国内人権機関）

フランス 省庁間障害問題委員会

連邦労働及び社会問題 連邦障害者問題政府コ
ドイツ人権機関（独立匡l

ドイツ 省（各ラントに 16の中心 ミッショナー（インクル
内人権機関）

ドイツ陪害評議会

的機関がある） ージョン委員会が支援）

ハンガリー 国家壺源省 全国阻害評議会 全国障害者連盟評議会

労働及び社会政策省イ 労働及び社会政策省イ

イタリア ンクルージョン、社会権 ンクルージョン、社会権 国家陵害者機関

及び社会的買任局長 及び社会的箕任局長

ラトビア
福祉省（全国障害者問題

ラトピアオンプズマン
ラトピア 1罪害者団体ア

評議会が支援） ンプレラ機構

社会保障及び労慟省（他
障害問題評議会 リトアニア全国障害者

リトアニア 省に 10の中心的機関が 社会保障及び労働省
機会平等オンプスマン フォーラム

ある）

全国障害者リハビリテ

ポルトガル
ーション及びインテグレ

全国障害者団体連盟
ーション評議会によって

支援される

労働、家族及び社会保障

ルーマニア
省障害者保護局長（陵害 労働、家族及び社会保陪 ルーマニア全国障害者

者問題分析評議会が支 省熙害者保護局長 機構

援）

スロバキア
障害者委貝会によって

スロバキア障害者評議会
支援される

スロベニア
労働、家族及び社会問題

スロベニア粒害者評議会
スロベニア全国障害者

省障害者局長 団体評議会

健康、社会政策及び平等
スペイン障害者代表委 スペイン障害者代表委

スペイン 省障害者部門政策調整 全国障害者評議会

局長
貝会 貝会

スウェーデン
健康及び社会問題省社

省庁間上級作業グループ スウェーデン障害者連盟
会サービス局

障害者局（北アイルラン
平等及び人権委員会

ド、ウェールズ及びスコ
（独立国内人権機関）

イギリス
ットランドに中心的機

障害者局 スコットランド人権委員会 イギリス障害者評議会

関がある）
北アイルランド人権委貝会

北アイルランド平等委貝会

〔出所〕 Officeof the High Commissioner for Human Rights Regional Office for Europe, Study on the Implementation 
of Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Europe, at 59-62, available at 〈http://
europe.ohchr.org/Documents/Publications/ Art_33_CRPD_study.pdf〉 (lastvisited Jan. 20. 2013). 
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(44
)
 

を
概
観
す
る
。
な
お
こ
の
研
究
が
対
象
と
す
る
の
は
、
条
約
を
批
准
し
た
一
七
の

E
U
諸
国
で
あ
る
。
本
節
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
「
表

E
U
諸
国
に
お
け
る
条
約
三
三
条
の
国
内
実
施
体
制
」
も
参
照
さ
れ
た
い

。

多
く
の

E
uの
条
約
締
約
国
で
は
、
社
会
問
題
省
や
障
害
者
問
題
を
所
管
す
る
省
庁
が
中
心
的
機
関
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
国
家
資
源
省
を
、
イ
ギ
リ
ス
は
省
庁
横
断
的
な
障
害
者
局
を
、
ま
た
リ
ト
ア
ニ
ア
は
社
会
保
障
及
び
労
働
省
と
と
も

(45
)
 

に
そ
の
他
一

0
の
省
庁
を
中
心
的
機
関
と
し
て
い
る
。

(
2
)
調
整
の
仕
組
み

E
u締
約
国
の
大
多
数
は
調
整
の
仕
組
み
を
設
置
ま
た
は
指
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
調
整
の
仕
組
み
は
中
心
的
機
関
が
兼
ね
る
場
合

が
多
い
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

ベ
ル
ギ
ー、

チ
ェ
コ
、
イ
タ
リ
ア
、

リ
ト
ア
ニ
ア
、

ル
ー
マ
ニ
ア
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
例
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
チ
ェ
コ
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
ラ
ト
ビ
ア
は
、
政
府
代
表
と
障
害
者
団
体
代
表
か
ら
な
る
諮
問
会
議

(
a
d
v
i
s
o
r
y
b
o
a
r
d
)
 

を
置
き
、
こ
れ
が
中
心
的
機
関
と
調
整
の
仕
組
み
の
活
動
を
支
援
す
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
ス
ロ
バ
キ
ア
に
は
中
心
的
機
関
が
置
か
れ

(46
)
 

て
い
な
い
が
、
諮
問
会
議
に
あ
た
る
組
織
が
存
在
す
る
。
ベ

ル
ギ
ー
に
は
障
害
者
団
体
の
代
表
か
ら
な
る
諮
問
会
議
が
存
在
す
る
。

(
3
)
独
立
監
視
機
関
ー
条
約
実
施
を
監
視
す
る
枠
組
み

ま
た
は
平
等
機
関
、

②
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
、

③
既
存
ま
た
は
新
設
の
①

・
②
以
外
の
機
関
、

上
記
の

(1
)
と

(
2
)
の
あ
り
方
に
較
べ
、
独
立
監
視
機
関
に
関
す
る

E
u締
約
国
の
制
度
は
多
様
で
、

①
国
内
人
権
機
関
お
よ
び
／

の
三
類
型
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
各
国

1
)
中
心
的
機
関
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ラ
ト
ビ
ア
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
リ
ト
ア
ニ
ア
の
機
会
平
等
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
（
障
害
問
題
評
議
会
と
共
に
）
が
こ
の
類
型
で
あ
る
。
他
方
、

の
独
立
監
視
機
関
と
し
て
い
る
。

家
の
統
治
機
構
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

E
u締
約
国
の
中
に
は
最
近
条
約
を
批
准
し
た
国
も
あ
り
、
独
立
監
視
機
関
に
つ
い

(47
)
 

て
は
暫
定
的
に
運
用
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
な
お
、
独
立
監
視
機
関
の
活
動
を
実
質
化
す
る
た
め
、
障
害
者
あ
る
い
は
障
害
者
団
体
の

参
画
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
下
記
の

①
国
内
人
権
機
関
お
よ
び
／
ま
た
は
平
等
機
関

(
4
)
 
の
項
で
触
れ
る
。

(48
)
 

ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
お
よ
び
ド
イ
ツ
は
独
立
監
視
機
関
と
し
て
国
内
人
権
機
関
を
指
定
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
平
等
及
び

(49
)
 

人
権
委
員
会
に
加
え
、
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
人
権
委
員
会
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
権
委
員
会
お
よ
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
平
等
委
員
会
を
条
約

②
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

ス
ペ
イ
ン
の
場
合
は
、

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
で
は
な
く
障
害
者
代
表
委
員
会
が
独
立
監
視
機
関
の
役
割
を
担
い
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
こ
れ
に
協

力
す
る
と
い
う
実
施
体
制
を
と
っ
て
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
、

デ
ン
マ
ー
ク
議
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
で
は
な
く
、
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関

で
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク
人
権
セ
ン
タ
ー
を
条
約
上
の
独
立
監
視
機
関
と
し
て
指
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
議
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
も
障
害
者
の

(50
)
 

権
利
保
障
に
関
与
す
る
。

③
国
内
人
権
機
関
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
以
外
の
既
存
ま
た
は
新
設
の
機
関

七
か
国
で
は
国
内
人
権
機
関
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
以
外
の
機
関
に
条
約
の
独
立
監
視
機
関
の
役
割
を
担
わ
せ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は

独
立
監
視
委
員
会
を
新
設
し
た
。

を
担
う
。

ス
ペ
イ
ン
は
障
害
者
団
体
の
ア
ン
ブ
レ
ラ
組
織
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
障
害
者
代
表
委
員
会
が
監
視
の
役
割

ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
タ
リ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
お
よ
び
ス
ロ
バ
キ
ア
は
、
政
府
と
障
害
者
団
体
の
代
表
か
ら
な
る
諮
問
会
議
体
を
新

(51
)
 

設
し
、
こ
の
役
割
を
担
わ
せ
て
い
る
。
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多
く
の

E
u締
約
国
は
、

(
l
)
中
心
的
機
関
、

(
2
)
調
整
の
仕
組
み
、

(
3
)
独
立
監
視
機
関
と
し
て
指
定
・
設
置
さ
れ
た
機
関
・
組

(52
)
 

織
を
通
じ
て
、
障
害
者
の
参
画
を
確
保
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
態
様
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
次
の
四
種
が
見
ら
れ
る
。

第
一
は
、

(
2
)
調
整
の
仕
組
み
に
障
害
者
が
参
画
す
る
形
態
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
で
は
全
国
障
害
者
評
議
会
に
障
害
者
団
体
の
代
表

が
参
画
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
調
整
機
関
が
障
害
者
に
助
言
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る

E
u締
約
国
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

(53
)
 

ク
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
省
庁
間
障
害
問
題
委
員
会
は
障
害
者
団
体
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

リ
ア
の
連
邦
障
害
問
題
諮
問
会
議
、

第
二
は
、
大
掛
か
り
な
諮
問
会
議

(
b
r
o
a
d
a
d
v
i
s
o
r
y
 b
o
a
r
d
)

を
置
き
、
こ
れ
に
障
害
者
団
体
が
参
画
す
る
形
態
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト

チ
ェ
コ
の
政
府
障
害
者
会
議
、
ド
イ
ツ
の
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
委
員
会
、
ラ
ト
ビ
ア
の
全
国
障
害
者

問
題
評
議
会
、

デ
ン
マ
ー

ル
ー
マ
ニ
ア
の
障
害
者
問
題
分
析
評
議
会
、
ス
ロ
バ
キ
ア
の
障
害
者
委
員
会
に
は
、
障
害
者
団
体
の
代
表
が
参
画
し
て
い

(54
)
 

る
。
ベ
ル
ギ
ー
に
は
障
害
者
団
体
代
表
か
ら
な
る
複
数
の
諮
問
会
議
体
が
あ
る
。

第
三
は
、
独
立
監
視
機
関
に
障
害
当
事
者
が
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
画
す
る
形
態
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
独
立
監
視
委
員
会
、

ガ
リ
ー
の
全
国
障
害
者
評
議
会
、
イ
タ
リ
ア
の
国
家
障
害
者
機
関
、

会
に
は
、
障
害
者
団
体
の
代
表
者
が
参
画
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
代
表
は
障
害
者
団
体
か
ら
指
名
さ
れ
る
。

会
は
、
障
害
者
団
体
の
代
表
者
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
独
立
監
視
機
関
の
中
に
は
、
障
害
者
が
理
事
会
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
場

(55
)
 

合
も
あ
る
。
共
に
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
で
あ
る
ド
イ
ツ
人
権
機
関
と
イ
ギ
リ
ス
の
平
等
及
び
人
権
委
員
会
が
こ
の
例
で
あ
る
。

(56
)
 

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
、
平
等
及
び
人
権
委
員
会
の
下
に
障
害
者
委
員
会
が
置
か
れ
て
い
る
。
同
委
員
会
は
、
平
等
及
び
人
権
委
員
会

を
設
置
し
た
平
等
法
（
二
0
0
六
年
）
を
設
置
根
拠
と
し
て
お
り
、
同
法
に
も
と
づ
き
助
言
と
決
定
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
障
害
者
委

員
会
の
委
員
長
お
よ
び
委
員
の
過
半
数
は
、
障
害
当
事
者
か
ら
選
出
さ
れ
る
。

4
)
市
民
社
会
に
よ
る
監
視
ー
障
害
者
の
参
画

リ
ト
ア
ニ
ア
の
障
害
問
題
評
議
会
お
よ
び
ス
ロ
ベ
ニ
ア
障
害
者
評
議

ス
ペ
イ
ン
障
害
者
代
表
委
員

Jヽ

ン
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m
 

-E

う
ま
で
も
な
い
。

＼
舌才
一

I
 

4
 第

四
は
、
独
立
監
視
機
関
が
障
害
者
団
体
と
協
議
す
る
体
制
を
確
立
す
る
形
態
で
あ
る
。
デ
ン
マ

ー
ク
人
権
セ
ン
タ
ー
、
イ
ギ
リ
ス
の

平
等
及
び
人
権
委
員
会
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
権
委
員
会
、

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
権
委
員
会
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
平
等
委
員
会
が
こ
の

(57
)
 

例
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
権
機
関
は
障
害
者
団
体
と
の
年
三
回
の
会
合
を
定
例
化
し
て
い
る
。

E
U
諸
国
を
中
心
に
、
諸
国
に
お
け
る
条
約
の
国
内
実
施
体
制
を
概
観
し
た
。
そ
の
結
果
、
条
約
の
国
内
実
施
の
実
効
性
を
高
め
る
た

め
、
締
約
国
は
条
約
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
①
中
心
的
機
関
と
調
整
の
仕
組
み
を
整
え
、
②
独
立
監
視
機
関
を
置
き
、
条
約
の
実
施
促
進
・

保
護
・
監
視
機
能
を
強
化
し
、
③
障
害
当
事
者
参
画
型
の
市
民
社
会
に
よ
る
条
約
実
施
に
か
か
る
監
視
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
の
重
要
性

が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
諸
国
の
実
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
条
約
の
国
内
実
施
体
制
の
あ
り
方
は
締
約
国
が
主
体
的
に
決
め
、
実
施
す
る
事

(58
)
 

柄
で
あ
る
。
た
だ
し
、
条
約
の
国
内
実
施
体
制
を
選
択
す
る
に
あ
た
り
、
締
約
国
は
条
約
三
三
条
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

日
本
に
お
け
る
障
害
者
権
利
条
約
の
国
内
的
実
施
・
監
視
に
向
け
た
動
向

冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

日
本
は
条
約
未
批
准
で
あ
る
。
障
害
者
の
権
利
を
日
本
社
会
で
実
質
化
す
る
た
め
、
早
期
の
批
准
が
待
た

れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
日
本
の
条
約
批
准
を
見
据
え
て
、
日
本
に
お
け
る
条
約
の
国
内
実
施
体
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。
そ
の
前
提

と
し
て
、
①
二

0
1
0
年
か
ら
実
質
的
に
始
ま
っ
た
障
害
者
制
度
改
革
の
経
過
と
成
果
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
と
の
関
連
で
、

②
日
本
に

お
け
る
人
権
救
済
機
関
の
設
置
に
向
け
た
動
き
を
概
観
し
、
そ
の
上
で
、

③
日
本
に
お
け
る
条
約
の
国
内
実
施
体
制
を
展
望
す
る
。
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障
害
者
制
度
改
革
の
成
果

(
1
)
背
景

(59
)
 

二
0
0
九
年
―
二
月
に
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
（
本
部
長
二
内
閣
総
理
大
臣
）
が
内
閣
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
下
に
障
害
当
事
者

(60
)
 

を
中
心
と
す
る
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会
議
（
以
下
、
「
推
進
会
議
」
）
が
置
か
れ
た
。
推
進
会
議
に
は
、
①
障
害
者
施
策
の
基
本
理
念

を
定
め
た
障
害
者
基
本
法
の
抜
本
改
正
、
②
障
害
者
自
立
支
援
法
に
代
わ
る
障
が
い
者
総
合
福
祉
法
（
仮
称
）
の
制
定
、
③
障
害
者
差
別

禁
止
法
の
制
定
の
三
点
が
期
待
さ
れ
た
。

推
進
会
議
は
二

0
1
0
年
一
月
か
ら
二

0
―
一
年
一

0
月
ま
で
三
六
回
会
合
し
、
二

0
1
0
年
六
月
に
は
「
障
害
者
制
度
改
革
の
推
進

(61
)
 

の
た
め
の
基
本
的
な
方
向
（
第
一
次
意
見
）
」
を
と
り
ま
と
め
た
。
ま
た
同
年
―
二
月
に
は
障
害
者
基
本
法
の
改
正
に
関
す
る

「障
害
者
制

(62) 

度
改
革
の
推
進
の
た
め
の
第
二
次
意
見
」
を
と
り
ま
と
め
た
。

二
0
1
0
年
四
月
に
は
障
害
者
自
立
支
援
法
に
代
わ
る
障
が
い
者
総
合
福
祉
法

（
仮
称
）
を
検
討
す
る
た
め
総
合
福
祉
部
会
が
、

ま
た

同
年
―
一
月
に
は
障
害
者
差
別
禁
止
法
を
検
討
す
る
た
め
差
別
禁
止
部
会
が
、
そ
れ
ぞ
れ
推
進
会
議
の
下
に
置
か
れ
た
。

(63
)
 

総
合
福
祉
部
会
は
二

0
1
―
年
八
月
に
障
害
者
総
合
福
祉
法
の
骨
格
提
言
を
公
表
し
た
。
こ
の
提
言
で
は
、
応
益
負
担
を
原
則
と
す
る

当
時
の
現
行
法
で
あ
っ
た
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
一
七
年
法
律
第
―
ニ
―
―
―
号
）
を
廃
止
し
、
制
度
の
谷
間
の
な
い
支
援
の
提
供
、
障

害
者
の
個
々
の
ニ

ー
ズ
に
基
づ
い
た
地
域
生
活
支
援
体
系
の
整
備
等
を
内
容
と
す
る
「
障
害
者
総
合
福
祉
法
」
（
仮
称
）
の
制
定
が
求
め
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
後
曲
折
を
経
て
、

二
0
―
二
年
六
月
に
「
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を

(64
)
 

講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
（
障
害
者
総
合
支
援
法
）
（
平
成
二
四
年
法
律
第
五

一
号
）
が
公
布
さ
れ
た
。
し
か

(65
)
 

し
、
こ
の
法
律
に
は
障
害
当
事
者
等
か
ら
大
き
な
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
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（
差
別
の
禁
止
）

と
し
た
。

常
会
へ
の
法
案
提
出
を
目
指
す
。」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

一
年
六
月
に
国
会
で
可
決
成
立
し
た
。

(66
)
 

一
月
か
ら
二

0
―
二
年
九
月
の
間
、
合
計
二
五
回
会
合
し
、
二

0
―
二
年
九
月
、
「
障
害
を
理

(67
)
 

由
と
す
る
差
別
の
禁
止
に
関
す
る
法
制
」
に
つ
い
て
の
差
別
禁
止
部
会
の
意
見
（
以
下
、
「
部
会
意
見
」
）
を
取
り
ま
と
め
た
。
な
お
、

ニ

(68
)
 

0
1
0
年
六
月
の
閣
議
決
定
に
よ
っ
て
、
「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
差
別
に
よ
る
人
権
被
害
を
受
け
た
場
合

の
救
済
等
を
目
的
と
し
た
法
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
第

一
次
意
見
に
沿
っ
て
必
要
な
検
討
を
行
い
、
平
成
二
五
年
（
二
0
一
三
年）

(69
)
 

以
上
に
加
え
、
障
害
者
制
度
改
革
の
成
果
と
し
て
、
障
害
者
虐
待
防
止
法
が
二

0
1

(
2
)
障
害
者
基
本
法
の
改
正

(70
)
 

第
一
一
次
意
見
を
受
け
て
政
府
は
障
害
者
基
本
法
改
正
法
律
案
を
閣
議
決
定
し
、
国
会
に
提
出
し
た
。
同
法
律
案
は
、
衆
議
院
で
一
部
修

正
の
う
え
二

0
1
―
年
七
月
に
衆
参
両
院
で
可
決
成
立
し
、
同
年
八
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
（
た
だ
し
、
「
障
害
者
政
策
委
員
会
」
等
に
関
す

(71
)

（

72
)
 

る
規
定
を
除
く
）。

障
害
者
基
本
法
の
二

0
―
一
年
改
正
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
と
の
関
係
で
は
次
の
二
点
を
紹
介
し
た
い
。

第
一
は
、
障
害
者
差
別
の
禁
止
に
関
わ
る
左
記
第
四
条
の
新
設
で
あ
る
。
改
正
前
の
同
法
で
は
、
「
何
人
も
、
障
害
者
に
対
し
て
、
障
害

を
理
由
と
し
て
、
差
別
す
る
こ
と
そ
の
他
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。」（
三
条
三
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
に

(73
)
 

過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
改
正
で
は
、
第
四
条
「
差
別
の
禁
止
」
を
独
立
条
文
と
し
、
二
項
は
条
約
の
合
理
的
配
慮
の
趣
旨
を

踏
ま
え
た
規
定
と
し
た
。
ま
た
三
項
で
は
、
国
は
差
別
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
を
行
う
こ
と

他
方
、
差
別
禁
止
部
会
は
二

0
1
0
年
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社
会
的
障
壁
の
除
去
は
、
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
障
害
者
が
現
に
存
し
、
か
つ
、
そ
の
実
施
に
伴
う
負
担
が
過
重
で
な
い
と
き
は
、

そ
れ
を
怠
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
が
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
は
、
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
防
止
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
を
図
る
た
め
、
当
該
行
為
の
防
止
を
図
る
た
め

第
二
は
、
従
来
の
中
央
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
を
改
組
し
、

「障
害
者
政
策
委
員
会
」
を
内
閣
府
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
（
三
二

＼
三
五
条
）
こ
と
で
あ
る
。
同
委
員
会
委
員
は
、
障
害
者
、
障
害
者
の
自
立
及
び
社
会
参
加
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
、
学
識
経
験

者
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
。
同
委
員
会
は
、
障
害
者
基
本
計
画
の
策
定
に
関
す
る
調
査
審
議
・
意
見
具
申
、
同

計
画
の
実
施
状
況
の
監
視
・
勧
告
等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
を
改
組
し
、
そ
の
所
掌
事
務
に
障

害
者
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
の
監
視
が
追
加
さ
れ
た
。
な
お
、
日
本
が
条
約
を
批
准
し
た
後
に
、

「障
害
者
政
策
委
員
会
」
が
中
心
的

機
関
や
独
立
監
視
機
関
と
し
て
機
能
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
で
触
れ
た
い
。

(3
)
障
害
者
差
別
禁
止
法
の
制
定
に
関
す
る
差
別
禁
止
部
会
の
意
見

部
会
意
見
は
、

①
障
害
者
差
別
禁
止
法
の
必
要
性
、

②
障
害
者
の
完
全
参
加
と
平
等
、
共
生
社
会
の
実
現
、
「
多
様
性
」
や

「差
異
」
の

尊
重
、
国
の
責
務
の
明
確
化
等
に
関
す
る
第
一
部
総
則
、

③
教
育
・
雇
用
等
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
分
野
に
お
い
て
法
が
対
象
と
す
る
範

に
必
要
と
な
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

3
 

2
 

な
い
。

第
四
条

何
人
も
、
障
害
者
に
対
し
て
、
障
害
を
理
由
と
し
て
、
差
別
す
る
こ
と
そ
の
他
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
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し
、
強
化
し
、
指
定
し
、
又
は
設
置
す
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
指
定
し
、
又
は
設
置
す
る
場
合
に
は
、
人
権
の
保
護
及

び
促
進
の
た
め
の
国
内
機
構
の
地
位
及
び
役
割
に
関
す
る
原
則
を
考
慮
に
入
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
、
条
約
が
求
め
る
保
護
に
は
、
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
救
済
が
含
ま
れ
て
お
り
、
障
害
者
権
利
条
約
は
、
締
約
国
に
こ

の
救
済
の
枠
組
み
を
用
意
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
在
り
方
と
し
て
は
、
人
権
の
保
護
及
び
促
進
の
た
め
の
国
内
機
構
の
地
位
及

び
役
割
に
関
す
る
原
則
を
考
慮
に
入
れ
、
適
当
な
場
合
に
は
独
立
し
た
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
障
害
者
権
利
条
約
の
文
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
障
害
者
権
利
条
約
は
、
必
ず
し
も
独
立
の
仕
組
み
で
あ
る
こ

と
を
絶
対
的
な
要
件
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
仮
に
政
策
委
員
会
に
調
停
等
の
機
能
を
付
与
す
る
と
な
れ
ば
、
条
約
上
の
要
請
を

満
た
す
よ
う
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
と
の
意
見
が
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
多
く
は
そ
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
同
様
の
意

見
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
司
法
制
度
と
い
う
独
立
し
た
仕
組
み
が
あ
る
な
か
で
、
現
状
に
お
い
て
は
、
こ
の
原
則
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
具

体
的
な
紛
争
解
決
の
仕
組
み
を
早
急
に
用
意
す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
意
見
も
出
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
紛
争
解
決
に
当
た
る
組
織
の
在
り
方
の
検
討
に
当
た

っ
て
、
障
害
者
権
利
条
約
上
の
要
請
を
意
識
し
た
議
論
が
求
め
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
法
に
お
い
て
は
、
障
害
に
基
づ
く
差
別
に
よ
る
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
備
え
、
簡
易
迅
速
な
実
効
性
の
あ
る

護
し
、
及
び
監
視
す
る
た
め
の
枠
組
み
（
適
当
な
場
合
に
は
、

障
害
者
権
利
条
約
第
三
三
条
二
項
は
、

「
締
約
国
は
、
自
国
の
法
律
上
及
び
行
政
上
の
制
度
に
従
い
、
こ
の
条
約
の
実
施
を
促
進
し
、
保

一
又
は
二
以
上
の
独
立
し
た
仕
組
み
を
含
む
。
）
を
自
国
内
に
お
い
て
維
持

方
心
国
内
に
お
け
る
実
施
及
び
監
視
」
の
全
文
を
紹
介
す
る
。

の
関
わ
り
で
、

「
第
三
章

囲
や
障
害
に
も
と
づ
く
差
別
の
具
体
的
内
容
を
示
す
第
二
部
各
則
、
④
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
第
三
部
か
ら
な
る
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
と

第
4
、
第
三
者
が
関
与
す
る
解
決
の
仕
組
み

紛
争
解
決
の
仕
組
み

2
、
紛
争
解
決
に
当
た
る
組
織
の
在
り
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政
府
に
よ
る
最
近
の
動
き
と
し
て
は
、
二
〇

（
基
本

2

日
本
に
お
け
る
人
権
救
済
機
関
の
設
置
可
能
性

上
記
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
障
害
者
権
利
条
約
は
、
必
ず
し
も
独
立
の
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
を
絶
対
的
な
要
件
と
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
」
と
の
認
識
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
条
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
も
極
め
て
謙
抑
的
な
表
現
で
あ
り
、
筆
者
は
同
感
で
き

な
い
。
た
だ
し
、
後
半
で
、
「
本
法
に
お
い
て
は
、
障
害
に
基
づ
く
差
別
に
よ
る
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
備
え
、
簡
易
迅
速
な
実
効
性
の
あ

る
裁
判
外
紛
争
解
決
の
仕
組
み
を
早
急
に
用
意
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
司
法
に
よ
る
救
済
と
は
別
の
「
簡
易
迅

速
な
実
効
性
の
あ
る
裁
判
外
紛
争
解
決
の
仕
組
み
」
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
、
条
約
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
当
然
と
い
え
よ
う
。

(74
)
 

二

―
世
紀
冒
頭
か
ら
、
パ
リ
原
則
に
準
拠
す
る
政
府
か
ら
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
を
日
本
に
設
置
す
る
動
き
は
試
み
ら
れ
て
き
た
。

一
年
八
月
、
法
務
省
政
務
三
役
が
「
新
た
な
人
権
救
済
機
関
の
設
置
に
つ
い
て

し
た
。
こ
れ
ら
を
受
け
る
形
で
、

二
0
―
二
年

一

方
針
）
」
を
公
表
し
、
人
権
救
済
機
関
の
新
設
を
目
的
と
す
る
法
案
の
二

0
―
二
年
通
常
国
会
へ
の
提
出
を
め
ざ
す
と
江
田
法
務
大
臣
は
言

(75
)
 

明
し
た
。
そ
の
後
、
二

0
1
―
年
―
二
月
、
法
務
省
政
務
三
役
は
、
「
人
権
委
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
検
討
中
の
法
案
の
概
要
」
を
発
表

(76
)

（

77
)
 

一
月
九
日
、
人
権
委
員
会
設
置
法
案
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
日
参
議
院
に
提
出
さ
れ
た
。

同
法
案
の
概
要
は
、

①
差
別
や
虐
待
な
ど
人
権
侵
害
を
受
け
た
者
を
救
済
す
る
た
め
、
政
府
か
ら
独
立
し
た
権
限
を
持
つ
「
三
条
委
員
会
」

（
後
述
）
と
し
て
「
人
権
委
員
会
」
を
法
務
省
に
新
設
す
る
、

②
同
委
員
会
は
人
権
侵
害
に
関
す
る
苦
情
申
立
て
に
も
と
づ
き
、
人
権
侵
害

行
為
の
有
無
な
ど
を
調
査
す
る
、

③
こ
の
調
査
は
す
べ
て
任
意
で
行
わ
れ
、
応
じ
な
か

っ
た
場
合
の
罰
則
は
設
け
な
い
、

④
調
査
の
結
果
、

人
権
侵
害
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
同
委
員
会
は
勧
告
や
告
発
な
ど
の
措
置
を
と
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
人
権
救
済

裁
判
外
紛
争
解
決
の
仕
組
み
を
早
急
に
用
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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機
関
が
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
人
権
侵
害
を
も
救
済
対
象
と
す
る
か
が
大
き
な
争
点
で
あ
っ
た
が
、
同
法
案
は
こ
の
点
に
は
一
切
言
及
せ
ず
、

し
か
し
、
同
法
案
は
国
会
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
同
年
―
一
月
一
六
日
の
衆
議
院
解
散
に
よ
っ
て
、
自
動
廃
案
と
な
っ
た
。
そ
の

後
、
二

0
―
二
年
末
に
政
権
交
代
し
た
こ
と
も
あ
り
、

二
0
一
三
年
三
月
末
時
点
で
、
新
た
な
人
権
救
済
機
関
と
し
て
の
国
内
人
権
機
関

二
0
―
一
年
の
障
害
者
基
本
法
改
正
に
よ
っ
て
、
内
閣
府
に
障
害
者
政
策
委
員
会
が
置
か
れ
た
。
同
委
員
会
は
、
委
員
三
0
名
、
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー

一
名
か
ら
な
り
、
二

0
―
二
年
七
月
か
ら
活
動
を
開
始
し
た
。
同
年
―
二
月
に
は
、
新
「
障
害
者
基
本
計
画
」
に
関
す
る
障
害

(78) 

者
政
策
委
員
会
の
意
見
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

同
委
員
会
の
設
置
根
拠
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
障
害
者
基
本
法
三
二
条
一
項
で
あ
る
。
本
稿
と
の
関
係
で
は
、
条
約
締
約
国
が
設
置
を

求
め
ら
れ
る
、
中
心
的
機
関
あ
る
い
は
独
立
監
視
機
関
と
し
て
、
同
委
員
会
を
位
置
づ
け
う
る
か
が
問
題
と
な
る
。

(1
)
障
害
者
政
策
委
員
会
の
行
政
機
関
と
し
て
の
位
僅
づ
け

内
閣
府
設
置
法
三
七
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
障
害
者
政
策
委
員
会
は
、
「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
府
に
置
か
れ
る
審
議
会
等

(79
)
 

で
本
府
に
置
か
れ
る
も
の
」
の
一
っ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
同
法
六
四
条
は
、
「
別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

障
害
者
政
策
委
員
会
の
位
置
づ
け

IV

障
害
者
権
利
条
約
の
国
内
的
実
施
・
監
視
体
制
を
め
ぐ
る
制
度
設
計

を
新
設
す
る
動
き
は
見
ら
れ
な
い
。

救
済
対
象
と
し
な
い

（
た
だ
し
、
人
権
相
談
の
対
象
に
は
含
ま
れ
る
）
こ
と
と
し
た
。
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内
閣
府
に
置
か
れ
る
委
員
会
及
び
庁
」
と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
お
よ
び
国
家
公
安
委
員
会
が
金
融
庁
お
よ
び
消
費
者
庁
と
と
も
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。
同
法
六
四
条
に
い
う

「委
員
会
及
び
庁
」
は
、
国
家
行
政
組
織
法
三
条
二
項
に
い
う

「委
員
会
及
び
庁
」
と
同
様
の
い

わ
ゆ
る
独
立
行
政
委
員
会
で
あ
り
、
組
織
お
よ
び
権
限
の
面
で
独
立
性
が
強
い
。
現
在
国
家
行
政
組
織
法
三
条
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
て
い

る
委
員
会
は
、
公
害
等
調
整
委
員
会
、
公
安
審
査
委
員
会
、
中
央
労
働
委
員
会
、
運
輸
安
全
委
員
会
お
よ
び
原
子
力
規
制
委
員
会
で
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
、
国
家
行
政
組
織
法
八
条
は
、
「
法
律
の
定
め
る
所
掌
事
務
の
範
囲
内
で
、
法
律
又
は
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
重

要
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
、
不
服
審
査
そ
の
他
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
の
合
議
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
な
事
務
を
つ
か
さ
ど

ら
せ
る
た
め
の
合
議
制
の
機
関
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
国
の
行
政
機
関
に
審
議
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
障
害
者
政
策
委
員
会
は
組
織
的
な
独
立
性
を
享
受
で
き
る
独
立
行
政
委
員
会
（
い
わ
ゆ
る
三
条
委
員
会
）
で
は
な
く
、

審
議
会
（
い
わ
ゆ
る
八
条
委
員
会
）
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
3

.11
以
降
、
か
つ
て
内
閣
府
設
置
法
三
七
条
を
設
置
根
拠
と
す
る
審

議
会
（
八
条
委
員
会
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
原
子
力
安
全
委
員
会
は
、
そ
の
独
立
性
を
担
保
す
る
た
め
、
国
家
行
政
組
織
法
三

条
を
設
置
根
拠
と
す
る
独
立
行
政
委
員
会
と
し
て
の
原
子
力
規
制
委
員
会
（
環
境
省
設
置
）
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
こ
の
事
実
は
、
八
条

委
員
会
で
は
政
府
か
ら
の
独
立
性
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

(2
)
障
害
者
政
策
委
員
会
の
権
限

障
害
者
政
策
委
員
会
の
設
置
根
拠
で
あ
る
障
害
者
基
本
法
に
よ
れ
ば
、

同
委
員
会
の
任
務
は
、

①
障
害
者
基
本
計
画
を
策
定
す
る
こ

(80
)
 

と

（
三
二
条
二
項
一
号
）
‘
②
同
計
画
に
関
し
、
調
査
審
議
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
に
対

し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
（
同
二
号
）
、
③
障
害
者
基
本
計
画
の
実
施
状
況
を
監
視
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
ぎ
は
、
内
閣
総
理
大
臣

内
閣
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
地
位
を
享
受
し
て
い
る
。
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が
も
っ
と
も
相
応
し
い
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

の
勧
告
に
基
づ
き
講
じ
た
施
策
に
つ
い
て
政
策
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
三
項
）
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌

事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
必

（
三
四
条
一
項
）
。

障
害
者
政
策
委
員
会
は
行
政
機
関
と
し
て
は
審
議
会
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
公
正
取
引
委
員
会
や
原
子
力
規
制
委
員
会
の
よ
う
な
独
立
行

政
委
員
会
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
国
内
人
権
機
関
の
地
位
に
関
す
る
パ
リ
原
則
に
い
う
、
政
府
か
ら
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
と
は

他
方
、
障
害
者
基
本
法
は
、
同
委
員
会
に
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
へ
の
勧
告
権
限
を
付
与
し
、
内
閣
総
理
大
臣
等
は
こ
の
勧

告
に
基
づ
き
講
じ
た
施
策
に
つ
い
て
、
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
、
関
係
行
政
機
関
の

長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
障
害
者
政
策
委
員
会
は
組
織
的
な
独
立
性
は
担
保
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
閣
総
理
大
臣
等
へ
の
勧
告
権
限
を
持

ち
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
応
答
を
受
け
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
障
害
者
政
策
委
員
会
を
条
約
の
中
心
的
機
関

(fo
,

c
a
l
 po
i
n
t
)

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
独
立
し
た
監
視
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
は
困
難
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
条
約
三
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
条
約
の
実
施
を
監
視
す
る
枠
組
み
と
し
て
は
、
政
府
か
ら
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関

、
`
、
T

O

し

佳

口
し
賣

3
)
小
括
ー
障
害
者
政
策
委
員
会
の
独
立
性
と
職
務
権
限

要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

又
は
内
閣
総
理
大
臣
を
通
じ
て
関
係
各
大
臣
に
勧
告
す
る
こ
と

（
同
三
号
）
で
あ
る
。
な
お
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
は
、

③
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ど
の
よ
う
な
独
立
監
視
機
関
が
日
本
で
設
置
で
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

条
約
実
施
の
た
め
の
独
立
監
視
機
関
に
関
す
る
論
点
整
理

前
述
の
よ
う
に
、

二
0
一
三
年
三
月
末
時
点
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
課
題
を
扱
う
、
パ
リ
原
則
に
準
拠
し
た
国
内
人
権
機
関
が
日
本
で
設

置
さ
れ
る
展
望
は
見
い
だ
せ
な
い
。
他
方
で
、
条
約
が
批
准
さ
れ
た
場
合
、
障
害
者
政
策
委
員
会
を
も
っ
て
条
約
三
三
条
二
項
に
い
う

「
条
約
の
実
施
を
監
視
す
る
枠
組
み
」

(
f
r
a
m
e
w
o
r
k
)
、
す
な
わ
ち
、
独
立
監
視
機
関
と
位
置
づ
け
る
の
は
、
困
難
で
あ
る
。
以
上
の
認
識

を
踏
ま
え
、
同
項
に
も
と
づ
く
締
約
国
の
義
務
を
果
た
す
た
め
、
障
害
者
政
策
委
員
会
の
他
に
、
条
約
の
国
内
実
施
を
監
視
す
る
た
め
、

(
1
)
独
立
監
視
機
関
の
必
要
性

諸
国
の
実
例
を
見
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
課
題
を
扱
う
「
人
権
委
員
会
」
あ
る
い
は
「
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
」
を
条
約
に
も
と
づ
く
「
独

立
機
関
11

枠
組
み
」
と
位
置
づ
け
る
国
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
独
立
性
の
高
い
国
内
人
権
機
関
と
し
て
の
包
括
的
機
能
を
持

っ
「
人
権
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
る
見
込
み
は
現
時
点
で
は
乏
し
い
。
こ
の
場
合
、
独
立
性
と
多
元
性
が
確
保
さ
れ
た
、
障
害
者
の
権
利

問
題
に
特
化
し
た
独
立
監
視
機
関
の
設
置
に
向
け
て
早
急
に
検
討
を
始
め
、
条
約
の
批
准
に
備
え
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会
議
（
後
に
、
障
害
者
政
策
委
員
会
）
差
別
禁
止
部
会
で
は
、
こ
の
点
に
関
し
十
分
な
検
討
は
な

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
は
、
第
一
に
包
括
的
な
人
権
救
済
機
関
の
設
置
に
向
け
て
、
法
務
省
に
お
い
て
人
権
委
員
会
の
設
置
等
に
関

す
る
法
案
が
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
行
財
政
改
革
の
観
点
か
ら
、
新
た
な
財
政
出
動
を
伴
う
独
立
行
政
委
員
会
の
新
設
に
積
極

的
な
省
庁
が
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
0
一
三
年
三
月
末
時
点
で
、
人
権
委
員
会
の
設
置
に
向
け
た
進
展
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
残
さ
れ
た
選
択
肢
は
、
条
約
の

2
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つ
つ
相
談
や
苦
情
申
立
て
に
対
処
で
き
る
環
境
が
整
う
で
あ
ろ
う
。

維
持
す
る
か
、
諸
国
は
腐
心
し
て
き
た
。

(2
)
独
立
監
視
機
関
の
独
立
性
・

多
元
性
の
確
保

一
般
に
独
立
し
た
人
権
救
済
機
関
や
独
立
監
視
機
関
は
人
権
侵
害
に
関
す
る
相
談

・
救
済
機
能
を
果
た
す
た
め
、
そ
の
活
動
に
つ
い
て

政
府
か
ら
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
市
民
か
ら
信
頼
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
機
関
は
国
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
活
動

経
費
は
国
家
予
算
か
ら
支
出
さ
れ
る
。
財
源
は
国
に
依
存
す
る
が
、
活
動
は
事
実
上
国
の
方
針
に
拘
束
さ
れ
な
い
体
制
を
い
か
に
築
き
、

独
立
性
と
と
も
に
重
要
な
の
は
、
機
関
の
人
的
構
成
に
お
け
る
多
元
性
の
確
保
で
あ
る
。
こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
障
害
当
事

者
が
構
成
員
中
半
数
近
く
を
占
め
る
か
、
な
ら
び
に
構
成
員
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
ま
ず
独
任
制
の
オ
ン
ブ
ズ
パ

ー
ソ
ン
型

の
場
合
に
は
、
障
害
当
事
者
で
あ
る
法
律
家
を
充
て
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
複
数
名
か
ら
な
る
委
員
会
型
か
オ
ン
ブ
ズ
パ

ー
ソ
ン
型
の

場
合
に
は
、
構
成
員
の
半
数
近
く
は
障
害
当
事
者
を
も
っ
て
充
て
る
必
要
が
あ
る
。
「私
た
ち
抜
き
に
、
私
た
ち
の
こ
と
を
決
め
な
い
で
」

と
い
う
条
約
の
理
念
を
生
か
す
た
め
に
も
、
ま
た
障
害
当
事
者
か
ら
信
頼
さ
れ
る
た
め
に
も
、
障
害
者
が
直
面
す
る
課
題
に
つ
い
て
同
じ

立
場
か
ら
理
解
で
き
る
構
成
員
が
半
数
近
く
存
在
す
る
意
義
は
大
き
い
。
こ
う
し
た
メ
ン
バ

ー
構
成
に
よ
っ
て
、
独
立
監
視
機
関
の
機
能

は
活
性
化
し
、
活
動
の
実
効
性
も
向
上
す
る
で
あ
ろ
う
。

独
立
機
関
の
構
成
員
と
と
も
に
、
機
関
職
員
の
多
元
性
確
保
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
職
員
の
半
数
近
く
は
障
害
当
事
者
を
も
っ
て
充
て

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
身
体
、
知
的
お
よ
び
精
神
障
害
者
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
職
員
構
成
に
関
し
て

も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
確
保
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
配
慮
は
必
須
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
障
害
者
の
立
場
を
十
分
に
理
解
し

国
内
実
施
に
特
化
し
た
独
立
監
視
機
関
の
設
置
で
あ
る
。
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に
す
べ
き
で
あ
る
。

政
府
か
ら
独
立
し
た
人
権
監
視
機
関
は
、
人
権
救
済
や
人
権
政
策
提
言
に
関
し
比
較
的
強
い
権
限
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
故
、
憲

法
ま
た
は
少
な
く
と
も
法
律
に
も
と
づ
き
こ
れ
を
設
置
し
、
ま
た
機
関
の
行
動
準
則
と
し
て
明
確
な
人
権
法
あ
る
い
は
差
別
禁
止
法

・
規

前
述
の
差
別
禁
止
部
会
意
見

(m章
l
節

(
1
)
）
で
は
、
制
定
が
見
込
ま
れ
る
障
害
者
差
別
禁
止
法
に
お
け
る
「
障
害
」
と
「
障
害
に

基
つ
く
差
別
」
の
定
義
に
関
し
、
次
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。
ま
ず
、
「
障
害
」
と
は
、
障
害
者
基
本
法
に
お
け
る
定
義
と
同
様
に
、
機
能
障

害
（
イ
ン
ペ
ア
メ
ン
ト
）
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
が
妥
当
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
障
害
に
基
づ
く
差
別
」
と
は
「
不
均
等
待
遇
」
お
よ
び

「合

「
不
均
等
待
遇
」
と
は
、
障
害
又
は
障
害
に
関
連
す
る
事
由
を
理
由
と
す
る
区
別
、
排
除
又
は
制
限
そ
の
他
の
異
な
る
取
扱
い
を
い
う
。

た
だ
し
、
当
該
取
扱
い
が
客
観
的
に
見
て
、
正
当
な
目
的
の
下
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
取
扱
い

「
合
理
的
配
慮
」
と
は
、
障
害
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
障
害
者
が
障
害
の
な
い
者
と
同
様
に
人
権
を
行
使
し
、
又
は
機
会
や
待
遇
を
享
受

す
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
現
状
の
変
更
や
調
整
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

「合
理
的
配
慮
の
不
提

供
」
は
、
差
別
と
な
る
。
た
だ
し
、
相
手
方
に
と
っ
て
「
過
度
な
負
担
」
が
生
じ
る
場
合
は
例
外
と
な
る
。

日
本
で
障
害
者
の
権
利
に
特
化
し
た
委
員
会
あ
る
い
は
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
を
設
置
す
る
場
合
、
上
記
の
「
障
害
」
お
よ
び
「
障
害
に

基
づ
く
差
別
」
の
定
義
を
独
立
監
視
機
関
の
行
動
準
則
と
し
、
機
関
の
活
動
を
包
括
的
に
枠
付
け
、
私
権
が
侵
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

が
や
む
を
得
な
い
と
い
え
る
場
合
は
例
外
と
な
る
。

理
的
配
慮
の
不
提
供
」
を
い
う
も
の
と
さ
れ
た
。

定
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。

3
)
明
確
な

「
障
害
者
差
別
」
の
定
義
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(
4
)
独
立
監
視
機
関
の
機
能

条
約
三
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
条
約
実
施
を
監
視
す
る
枠
組
み
の
指
定
・
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
パ
リ
原
則
（
前
述

I
章

3
節
）
を
考

パ
リ
原
則
が
提
示
す
る
国
内
人
権
機
関
の
機
能
と
し
て
は
、
①
人
権
法
制
・
状
況
に
関
す
る
政
府
・
議
会
へ
の
提
言
、
②
人
権
諸
条
約

の
批
准
や
国
内
実
施
の
促
進
、

③
人
権
諸
条
約
上
の
国
家
報
告
書
へ
の
意
見
表
明
、

④
国
連
人
権
関
係
機
関
な
ど
と
の
協
力
、

⑤
人
権
教

育
・
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
支
援
、

⑥
人
権
・
差
別
撤
廃
の
宣
伝
、
な
ど
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

パ
リ
原
則
を
参
考
に
す
れ
ば
、
条
約
の
独
立
監
視
機
関
と
し
て
の
障
害
者
の
権
利
に
特
化
し
た
委
員
会
あ
る
い
は
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン

人
権
政
策
提
言
機
能

(
5
)
独
立
監
視
機
関
の
設
置
形
態
・
設
置
場
所

独
立
性
と
多
元
性
が
確
保
さ
れ
た
独
立
監
視
機
関
と
し
て
は
、
パ
リ
原
則
に
準
拠
し
た
委
員
会
型
か
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
型
が
想
定
で

き
る
。
日
本
で
は
慣
例
的
に
は
前
者
に
馴
染
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
財
政
負
担
を
極
力
抑
制
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
際
、
構
成
員
数
が
限

ら
れ
る
オ
ン
ブ
ズ
パ

ー
ソ

ン
型
も
視
野
に
入
れ
、
諸
国
の
例
も
参
照
し
つ
つ
、
幅
広
く
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

独
立
監
視
機
関
の
設
置
場
所
に
つ
い
て
は
、
条
約
が
定
め
る
障
害
者
の
権
利
は
極
め
て
多
岐
に
わ
た
る
の
で
、
厚
生
労
働
省
や
文
部
科

c
人
権
教
育
・
広
報
機
能

B

人
権
相
談
・
救
済
機
能

A
 

に
期
待
さ
れ
る
機
能
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

慮
に
入
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
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学
省
と
い
っ
た
省
庁
で
は
な
く
、
総
合
調
整
機
能
を
持
つ
内
閣
府
に
設
置
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

独
立
監
視
機
関
を
行
政
府
で
な
く
立
法
府
（
国
会
）
に
置
く
こ
と
は
理
念
的
に
は
あ
り
得
る
が
、
国
会
設
置
の
委
員
会
等
の
構
成
員
は

(81
)
 

国
会
議
員
に
限
ら
れ
る
た
め
、
国
会
設
置
は
事
実
上
困
難
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
参
議
院
の
行
政
監
視
委
員
会
は
行
政
監
視
を
専
門
的
に

扱
つ
常
任
委
員
会
で
あ
り
、
行
政
に
関
す
る
「
苦
情
請
願
」
制
度
も
運
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
二

0
0
八
年
ま
で
の
一

0
年
間
で
同
委

(82
)
 

員
会
が
採
択
し
た
請
願
は
一
件
の
み
で
あ
り
、
提
出
件
数
は
低
調
で
あ
る
。
仮
に
、
こ
の
委
員
会
が
障
害
者
施
策
全
般
を
審
議
し
、
ま
た

障
害
者
の
権
利
等
に
関
す
る
苦
情
請
願
を
検
討
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
同
委
員
会
を
条
約
が
締
約
国
に
求
め
る

(
6
)
地
域
事
務
所
の
必
要
性

障
害
者
の
権
利
に
特
化
し
た
独
立
監
視
機
関
の
事
務
所
は
、
中
央
の
み
で
な
く
、
で
き
れ
ば
、
八
高
裁
所
在
地
と
那
覇
市
に
置
き
、
市

民
が
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
環
境
と
す
る
の
が
理
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
財
政
改
革
の
現
状
か
ら
し
て
、
と
り
あ
え
ず
中
央
組
織
を
確
立

(83
)
 

す
る
の
が
先
決
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

一
定
期
間
の
経
過
後
に
、
地
方
組
織

（
事
務
所
）
を
置
く
か
否
か
、
置
く
と
す
る
場
合
、
こ
れ
を

国
設
置
と
す
る
か
自
治
体
設
置
と
す
る
か
等
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

障
害
者
の
権
利
を
包
括
的
に
規
定
す
る
障
害
者
権
利
条
約
は
国
際
障
害
法
の
中
核
的
な
文
書
で
あ
り
、
日
本
に
よ
る
早
期
の
批
准
が
望

ま
れ
る
。
条
約
の
批
准
に
際
し
て
は
、
条
約
の
国
内
的
実
施
・
監
視
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
で
は
二

0
1
0
年
以
降
障
害
者
制
度
改
革
の
取
り
組
み
が
本
格
化
し
、
政
府
に
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会
議
や
障
害
者
政
策
委

結
び
に
か
え
て

独
立
監
視
機
関
と
位
置
づ
け
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
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員
会
が
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
に
よ

っ
て、

二
0
-
―
年
六
月
に
障
害
者
虐
待
防
止
法
が
、
同
年
七
月
に
は
改
正
障
害
者
基
本
法
が
、

ま
た
二

0
―
二
年
六
月
に
は
障
害
者
総
合
支
援
法
が
そ
れ
ぞ
れ
国
会
で
可
決
し
、
成
立
し
た
。
こ
う
し
た
障
害
者
制
度
改
革
の
成
果
は
、

障
害
者
権
利
条
約
の
批
准
や
障
害
者
差
別
禁
止
法
の
制
定
を
視
野
に
入
れ
て
お
り
、
こ
の
作
業
は
障
害
者
政
策
委
員
会
差
別
禁
止
部
会
意

見
を
踏
ま
え
、
二

0
一
三
年
三
月
末
現
在
進
行
中
で
あ
る
。

政
府

・
与
党
は
―

1
0
一
三
年
の
通
常
国
会
中
に
障
害
者
差
別
禁
止
法
を
制
定
す
る
方
向
で
検
討
中
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同

年
四
月
冒
頭
段
階
で
は
、

①
法
律
の
名
称
は
「
障
害
者
差
別
禁
止
法
」
で
な
く

「障
害
者
差
別
解
消
法

（仮
称
）」

と
し
、

②

「
障
害
者
差

別
」
の
定
義
は
置
か
ず
、
差
別
的
取
扱
い
禁
止
規
定
と
合
理
的
配
慮
提
供
義
務
規
定
を
置
き
、

③
民
間
に
は
合
理
的
配
慮
を
義
務
づ
け
ず
、

努
力
義
務
と
し
、

④
法
案
に
違
反
す
る
行
為
に
関
す
る
行
政
に
よ
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て
は
、
行
政
肥
大
化
の
防
止
等
の
観
点
を
踏
ま
え
、

新
た
な
紛
争
解
決
機
関
は
設
置
せ
ず
、

⑤
二

0
一
六
年
四
月
施
行
と
し
、

三
年
後
を
め
ど
に
見
直
す
方
向
で
、
立
法
化
が
進
め
ら
れ
て
い

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
条
約
を
実
施
・
監
視
す
る
独
立
監
視
機
関
の
設
置
が
、
障
害
者
権
利
条
約
批
准
の
大
前
提
で
あ
り
、
こ
の

機
関
の
独
立
性
や
構
成
の
多
元
性
を
い
か
に
確
保
す
る
か
が
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
約
批
准
に
際
し
制
定
す
る
「
障
害
者
差

別
解
消
法
」
（
仮
称
）
で
は
、
独
立
監
視
機
関
の
設
置
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
障
害
者
制
度
改
革
の
成
果
を
十
分
に
踏
ま
え

な
い
、
懸
念
す
べ
き
動
向
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
条
約
締
約
国
は
、
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
法
令
及
び
政
策
を
策
定
し
及
び
実
施
す
る
に
当
た
り
、
並
び
に
障
害
の
あ
る

人
と
関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
他
の
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
、
「
障
害
の
あ
る
人
（
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
含
む
。）

を
代
表
す
る
団

体
を
通
じ
て
、
障
害
の
あ
る
人
と
緊
密
に
協
議
し
、
か
つ
、
障
害
の
あ
る
人
を
積
極
的
に
関
与
さ
せ
る
。
」
（四
条
三
項
、
傍
線
部
引
用
者
）

こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
条
約
は
締
約
国
に
、

「市
民
社
会
、
特
に
、
障
害
の
あ
る
人
及
び
障
害
の
あ
る
人
を
代
表
す
る
団
体
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は
、
監
視
〔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
〕

し
か
し
、
既
存
の
障
害
者
政
策
委
員
会
は
、
条
約
上
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
る

「中
心
的
機
関
」
と
し
て
は
機
能
し
う
る
が
、
そ
の
組

織
的
な
性
格
か
ら
し
て
、
同
じ
く
維
持
・
強
化

・
指
定
・
設
置
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
「
条
約
実
施
を
監
視
す
る
枠
組
み
11

独
立
監
視
機
関
」

関
与
す
る
解
決
の
仕
組
み

の
過
程
に
完
全
に
関
与
し
、
か
つ
、
参
加
す
る
。」
（
三
三
条
三
項
、
傍
線
部
引
用
者
）
こ
と
を
求
め
て
い

紛
争
解
決
の
仕
組
み

の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
差
別
禁
止
部
会
意
見
「
第
三
章

心
国
内
に
お
け
る
実
施
及
び
監
視
」
に
お
け
る
「
簡
易
迅
速
な

実
効
性
の
あ
る
裁
判
外
紛
争
解
決
の
仕
組
み
を
早
急
に
用
意
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
条
約
の
批
准
に
あ
た
り
障
害
者
の

権
利
に
関
す
る
教
育
・
広
報
、
政
策
提
言
な
ら
び
に
相
談
・
救
済
機
能
を
備
え
た
独
立
監
視
機
関
を
早
急
に
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
独

立
監
視
機
関
の
委
員
ま
た
は
オ
ン
ブ
ズ
パ

ー
ソ
ン
お
よ
び
職
員
の
中
に
障
害
当
事
者
を
適
切
な
割
合
で
含
め
、
障
害
者
お
よ
び
障
害
者
団

体
の
条
約
監
視
過
程
へ
の
完
全
な
関
与
と
参
加
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

障
害
者
権
利
条
約
の
標
語
で
あ
る
、
「
私
た
ち
抜
き
に
、
私
た
ち
の
こ
と
を
決
め
な
い
で
」
は
、
条
約
起
草
過
程
に
お
け
る
と
同
時
に
、

条
約
批
准
後
の
実
施
過
程
に
お
け
る
標
語
で
も
あ
る
こ
と
を
再
度
確
認
し
、
結
び
に
か
え
た
い
。

注(l
)
二
0
二
ニ
年
四
月
ニ―一

日
現
在
、
障
害
者
権
利
条
約
の
締
約
国
は
一

三
〇
、
同
議
定
書
の
締
約
国
は
七
六
で
あ
る
。
日
本
は

二
0
0
七
年
九
月
に
条
約
に

署
名
し
た
が
未
批
准
で
あ
り
、
議
定
書
に
は
署
名
も
し
て
い
な
い

。

(2
)
従
来
の
人
権
諸
条
約
に
お
い
て
も
、
平
等
と
非
差
別
原
則
に
よ

っ
て
障
害
者
は
保
護
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
障
害
者
は
概
し
て
「
可
視
化
」
さ
れ
ず
、

人
権
言
説
に
お
い
て
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
障
害
者
権
利
条
約
の
発
効
に
よ
っ
て
、
障
害
者
へ
の
権
利
保
障
に
関
す
る
重
大
な
空
白
が
埋
め
ら
れ
る

(H
u
,

る
。

2
、
紛
争
解
決
に
当
た
る
組
織
の
在
り
方

（二

0
-
――一
年
四
月

一
0
日）

第
4
、
第
三
者
が
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m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 C
o
u
n
c
i
l
,
 T
h
e
m
a
t
i
c
 study b
y
 the Office o
f
 the U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
 H
i
g
h
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 f
o
r
 H
u
m
a
n
 Rights o
n
 the stn,cture a
n
d
 role o
f
 na' 

tional m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
 f
o
r
 the i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 a
n
d
 m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 o
f
 the C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 o
n
 the R
i
g
h
t
s
 o
f
 Pe
r
s
o
n
s
 with Disabilities
,
 

U
•N•

Doc

. 
A
¥
H
R
C
¥
1
3
¥
2
9
 

(2009)
,
 pa
r
a
.6.)
。

(
3
)
ア
ジ
ア
地
域
で
条
約
の
締
約
国
で
な

い
の
は
、

日
本
・
ベ
ト
ナ
ム
・
ラ
オ
ス
・

ブ
ー
タ
ン

・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
ス
リ
ラ
ン
カ
・
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
・
ウ
ズ
ベ

キ
ス
タ
ン
（
以
上
、
署
名
国
）
、
北
朝
鮮
・
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
（
以
上
、
未
署
名
国
）
で
あ
る
。

(
4
)
「
障
害
」
の
表
記
に
関
し
て
は
、
「
障
害
」
、
「
障
が
い
」
、
「
障
碍
」
等
多
様
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
原
則
と
し
て
「
障
害
」
を
用
い
、

政
府
が
設
置
し
た
会
議
名
や
施
策
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
「
障
が
い
」
を
用
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会
議
・

「
障
害
」
の
表
記
に
関
す
る
作
業
チ
ー
ム
（
座
長
山
崎
公
士
）
「
「障
害
j

の
表
記
に
関
す
る
検
討
結
果
に
つ
い
て
」
（
二
0
1
0
年
―
一
月
二
二
日
、

h
t
t
p
:/ /
w
w
w
8
.c
a
o
.g
o
.j
p
¥
s
h
o
u
g
a
i
¥
s
u
i
s
h
i
n
¥
K
ビ
k
a
k
u
¥
s_
kaigi
¥
Kー

2
6
¥
p
d
f¥
s
2
.p
d
f
二
0
1
――
一
年
一
日
パ
ニ

0
日
ア
ク
セ
ス
）
に
示
さ
れ
た
下
記
の
見
解

で
あ
る
。
「
法
令
等
に
お
け
る
「
障
害
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
現
状
の

「障
害
」
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
今
後
、
制
度
改
革
の
集
中
期
間
内
を
目

途
に
一
定
の
結
論
を
得
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
障
害
は
様
々
な
障
壁
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

障
害
者
権
利
条
約
の
考
え
方
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
記
に
関
す
る
考
え
方
を
国
民
に
広
く
紹
介
し
、
各
界
各
層
の
議
論
を
喚
起
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
動
向
や
そ
れ
ぞ
れ
の
表
記
の
普
及
状
況
等
を
注
視
し
な
が
ら
、
今
後
、
更
に
検
討
を
進
め
、
意
見
集
約
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
」

(5
)
日
本
障
害
フ
ォ

ー
ラ
ム

(J
D
F
)
「障
害
者
の
権
利
条
約
日
本
政
府
仮
訳
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
J

(二

0
0
八
年
五
月
三

0
日
付
け
川
島
聡
11

長
瀬
修

仮
訳
と
の
対
照
表
）
（
二

0
1
0
年
一
月
二
六
日
版
）
、

h
t
t
p
尽、
w
w
w
8
.c
a
o
.g
o
.j
p
¥
s
h
o
u
g
a
i
¥
s
u
i
s
h
i
n
¥
k
a
i
k
a
k
u
¥
s_
kaigi
¥
k
_

2
¥
p
d
f¥
s
3
.p
d
f

(二

0
-
三

年
一
月
二

0
日
ア
ク
セ
ス
）
。

(6
)
た
だ
し
、
拷
問
等
禁
止
条
約
選
択
議
定
書
は
、
国
内
防
止
機
構

(n
a
t
i
o
n
a
l
p
r
e
v
e
n
t
i
v
e
 m
e
c
h
a
n
i
s
m
)
を
設
置
し
、
締
約
国
内
の
公
的
、
私
的
拘
禁
施

設
を
、
被
拘
禁
者
を
拷
問
な
ど
の
行
為
か
ら
保
護
す
る
目
的
で
訪
問
す
る
等
の
権
限
等
を
付
与
す
る
よ
う
締
約
国
に
求
め
て
い
る
（
同
議
定
書
一

七
ー
ニ
三

条）。

(7
)
障
害
者
権
利
条
約
の
国
際
的
実
施
措
置
に
つ
い
て
は
、
山
崎
公
士
「
第

一
〇
章
実
施
措
置
」
長
瀬
修

・
東
俊
裕
・
川
島
聡
編

「障
害
者
の
権
利
条
約
と

日
本
ー
概
要
と
展
望
〔
増
補
改
訂
版
〕J

(
生
活
書
院
、
二

0
-
―
一
年
）
を
参
照
。

(8
)
締
約
国
に
よ
る
条
約
の
実
施
を
監
視
す
る
独
立
し
た
専
門
家
か
ら
な
る
機
関
。
委
員
数
は
当
初
―
二
名
で
あ
っ
た
が
、
締
約
国
が
六

0
以
上
と
な
っ
た

現
在
は
一
八
名
で
あ
る
（
同
一
項
）
。

(9
)
二
0
―
二
年
九
月
の
第
八
会
期
ま
で
に
七
か
国
の
国
家
報
告
が
検
討
さ
れ
、
チ
ュ
ニ

ジ
ア
・
ス
ペ
イ
ン
・
中
国
・
ペ
ル
ー
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

・
ハ
ン
ガ
リ

ー
に
つ
い
て
は
国
家
報
告
に
関
す
る
最
終
所
見
が
、
ま
た
パ
ラ
グ
ア
イ
ヘ
の
質
問
事
項

(List
of i
s
s
u
e
s
)

が
そ
れ
ぞ
れ
採
択
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
二

0
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二
二
年
一
月
末
現
在
、
ベ
ル
ギ
ー

・
チ
リ

・
ド
イ
ツ

・
メ
キ
シ
コ
・
韓
国
・
イ
ギ
リ
ス
等
二
五
の
締
約
国
か
ら
国
家
報
告
が
提
出
さ
れ
て
お
り
‘
―

1
0
ニ――

年
四
月
の
第
九
会
期
以
降
に
障
害
者
権
利
委
員
会
で
検
討
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
(C
o
m
m
i
t
t
e
e
o
n
 t
h
e
 R
i
g
h
t
s
 of P
e
r
s
o
n
s
 w
i
t
h
 D
i
s
a
b
i
l
i
t
i
e
s
,
S
e
s
,
 

sions, available at
〈

http:/＼
w
w
w
.oh
c
h
r
.o
r
g
¥
E
N
¥
H
R
B
o
d
i
e
s
¥
C
R
P
D
¥
P
a
g
e
s
¥
S
e
s
s
i
o
n
s
.
a
s
p
x〉

(last
visited Jan. 20, 2
0
1
3
)
。

(1
0)
山
崎
、
前
掲
注

(
7
)、
二
四
0
—

二
四
一
頁
。

(11
)
二
0
0
六
年
―
二
月
一
三
日
に
国
連
総
会
で
障
害
者
権
利
条
約
と
と
も
に
採
択
さ
れ
た
。
二

0
0
八
年
五
月
三
日
、
条
約
と
同
時
に
発
効
。
二
0
一
三

年
三
月
末
時
点
の
批
准
国
数
は
七
六
。
選
択
議
定
書
の
日
本
政
府
仮
訳
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
民
間
仮
訳
は
、
川
島
聡
11
長
瀬
修
仮
訳
「
障
害
の
あ
る
人
の

権
利
に
関
す
る
条
約
の
選
択
議
定
書
」

（二

0
0
八
年
五
月
三
0
日
付
）
長
瀬
修
ほ
か
編

「障
害
者
の
権
利
条
約
と
日
本
J

(生
活
書
院
、
二

0
0
八
年
）

ニ

八
八
＼
二
九
七
頁
（
英
語
正
文
と
共
に
収
録
）
。

(12)
山
崎
、
前
掲
注

(
7
)
、
二
四
一

ー
ニ
四
二
頁
。

(13
)
山
崎
、
前
掲
注

(7
)
、
二
四
ニ
ー
ニ
四
三
頁
。

(14
)
山
崎
、
前
掲
注

(
7
)、
二
四
三
頁
。
二

0
0
八
年
―
一
月
に
締
約
国
会
議
第
一
会
期
が
開
催
さ
れ
、

以
降
二

0
―
二
年
九
月
の
第
五
会
期
ま
で
毎
年
一

回
開
催
さ
れ
て
い
る

(Fifth
s
e
s
s
i
o
n
 of t
h
e
 C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 of S
t
a
t
e
s
 P
a
r
t
i
e
s
 to t
h
e
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 o
n
 t
h
e
 R
i
g
h
t
s
 of P
e
r
s
o
n
s
 w
i
t
h
 Disabilities, 

1
2
'
1
4
 S
e
p
t
e
m
b
e
r
 2
0
1
2
,
 available at

〈

http:
/＼
w
w
w
.un.
org¥disabilities¥default.asp
?
n
a
v
i
d
1
1
4
6
&
p
i
d
1
1
1
5
9
5〉

(last
visited Jan. 20, 
2
0
1
3
)
。

(15
)
障
害
者
権
利
条
約
の
正
文
に
は
条
文
見
出
し
が
あ
る
。
し
か
し
、
同
議
定
書
に
は
な
い
。

(16
)
た
と
え
ば
、
対
人
地
雷
禁
止
条
約
(
-
九
九
七
年
）
九
条
。

(17)

フ
ラ
ン
ス
語
正
文
で
は

c
o
n
t
a
c
t
、
ス
ペ
イ
ン
語
正
文
は

o
r
g
a
n
i
s
m
o
s
で
、
政
府
仮
訳
の
「
中
央
連
絡
先
」
は
必
ず
し
も
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
政

府
部
内
に
責
任
の
あ
る
横
断
的
な
仕
組
み
を
つ
く
る
と
い
う
こ
の
条
文
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、

「
中
心
的
機
関
」
と
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
な
お
、
作
業
部

会
案
で
は
単
数
形
で
あ
っ
た
が
、
採
択
さ
れ
た
正
文
は
複
数
形
で
あ
る
。

(
18
)
S
t
a
n
d
a
r
d
 R
u
l
e
s
 o
n
 t
h
e
 E
q
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 of O
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
 for P
e
r
s
o
n
s
 w
i
t
h
 Disabilities, 
G
e
n
e
r
a
l
 A
s
s
e
m
b
l
y
 r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
 4
8
¥
96, 
a
n
n
e
x
,
 

R
u
l
e
 17. 

(19
)
た
と
え
ば
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、

キ
ュ
ー
バ
、
エ

ジ
プ
ト
、
メ
キ
シ
コ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ペ
イ
ン
、
タ
イ
、

ト
ル
コ
。

(
2
0
)
U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
,
 F
r
o
m
 E
x
c
l
u
s
i
o
n
 to Equality•Realizing 

the rights o
f
 p
e
rsons with disabilities: H
a
n
d
b
o
o
k
 fo
r
 P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
i
a
n
s
 o
n
 the C
o
n
v
e
n
,
 

tion o
n
 the Rights o
f
 Pe
r
s
o
n
s
 with Disabiliti
es a
n
d
 its 
O
p
t
i
o
n
a
l
 P
r
o
t
o
c
o
l、
2007,
available 
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b
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=
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(last 

visited 
Jan

.
 20, 

2013)
.

 

(~
) 
Initial report submitted b

y
 States parties u

n
d
e
r
 article 35 of tl1e 
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u
g
a
i
s
h
a
h
u
k
u
s
h
i
¥
s
o
u
g
o
u
s
h
i
e
n
¥
di
¥
s
o
u
g
o
u
s
h
i
e
n
,
0
2
.
p
d
f
 (
―

1
0
1
 

三
年

一
月
二

0
日
ア
ク
セ
ス
）
。

(65)
批
判
の
趣
旨
は
概
ね
下
記
の
通
り
で
あ
る
。
①
総
合
福
祉
部
会
に
よ
る
「
骨
格
提
言」

の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
い
な
い
。
②
障
害
者
権
利
条
約
の
趣
旨
が
生

か
さ
れ
て
い
な
い
。
③
国
は
、

二
0
1
0
年
一
月
七
日
、
障
害
者
自
立
支
援
法
違
憲
訴
訟
原
告
団
・
弁
護
団
と
基
本
合
意
文
書
を
締
結
し
、
条
約
の
批
准
も

視
野
に
入
れ
、

「障
害
者
自
立
支
援
法
を
二

0
一
三
年
八
月
ま
で
に
廃
止
し
、
新
た
な
総
合
的
な
福
祉
法
制
を
実
施
す
る
」
と
確
約
し
た
が
、
こ
れ
が
守
ら

れ
て
い
な
い
。
④
同
法
の
内
容
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
改
正
に
留
ま
り
、
障
害
の
あ
る
人
の
基
本
的
人
権
を
具
体
的
に
保
障
す
る
規
定
が
設
け
ら

れ
て
い
な
い
。
⑤
障
害
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
条
約
が
求
め
て
い
る
「
障
害
が
個
人
の
属
性
の
み
で
は
な
く
社
会
的
障
壁
に
よ
っ
て
生
じ
る
」
と
す
る
社
会

モ
デ
ル
の
考
え
方
が
採
用
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
新
た
な
制
度
の
谷
間
を
生
む
内
容
と
な

っ
て
い
る
。
⑥
障
害
者
が
自
己
決
定
権
に
基
づ
き
個
々
の
ニ
ー
ズ

に
即
し
て
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
制
度
に
も
な
っ
て
い
な
い
。

(66
）
二

0
-
三
年
七
月
か
ら
は
、
障
害
者
政
策
委
員
会
の
下
に
置
か
れ
た
。
な
お
、
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会
議
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
当
初
か
ら
、
筆
者

は
差
別
禁
止
部
会
構
成
員
で
あ

っ
た
。

(
67
)
h
t
t
p
:＼
¥
w
w
w
8
.
c
a
o
.
g
o
.
j
p
¥
s
h
o
u
g
a
i
¥
s
u
i
s
h
i
n
¥
s
e
i
s
a
k
uー

iinkai
¥
p
d
f¥
b
u
k
a
iー

i
k
e
n
l
,
l
.
p
d
f

(―

10
一
三
年
＇
一
日
竺
一

0
日
ア
ク
セ
ス
）
。
な
お
、
「
障
害
を

理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
に
関
す
る
法
制
」
に
つ
い
て
の
差
別
禁
止
部
会
の
意
見

【概
要
】、

h
t
t
p
:/＼
w
w
w
8
.
c
a
o
.
g
o
.
j
p
¥
s
h
o
u
g
a
i
¥
s
u
i
s
h
i
n
¥
s
e
i
s
a
k
uー

iinkai
¥
p
d
f¥
b
u
k
a
i
_
i
k
e
nー

g
a
i
y
o
.
p
d
f
(

一

＿

o-
三
午
十
一
月
―

1
0
日
ア
ク
セ
ス
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(68)
障
害
者
制
度
改
革
の
推
進
の
た
め
の
基
本
的
な
方
向
に
つ
い
て
〔
平
成
二
二
年
六
月
二
九
日
閣
議
決
定
〕
、

h
t
t
p
:
/＼
w
w
w
8
.
c
a
o
.
g
o
.
j
p
¥
s
h
o
u
g
a
i
¥

s
u
i
s
h
i
n
¥
k
a
i
k
a
k
u
¥
s
|
k
a
i
g
i
¥
k
_
l
6
¥
p
d
f¥
ref.pd£ 

(―

1
0
 I
――芹ヰ一

日リ
―
-O
B
ア
ク
セ
ス
）。

(69)
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
三
年
法
律
第
七
九
号
）
、
h
t
t
p
:/＼
w
w
w
.
s
h
u
g
i
i
n
.
g
o
.
j
p
¥
i
t
d
bー

h
o
u
s
e
i
.
n
s
f¥
h
t
m
l
¥
h
o
u
s
e
i
¥
1
7
7
2
0
1
1
0
6
2
4
0
7
9
.
h
t
m
 
(―

1
0
1
―――
午
千
一
日
り
―
1
0口
]
7
7
ヤ

J

ス
）。



39 障害者権利条約の国内的実施・監視 (39) 

(70
)
障
害
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
三
年
法
律
第
九
十
号
）
、

h
t
t
p
:/＼
w
w
w
8
.c
a
o
.g
o
.jp
¥
s
h
o
u
g
a
i
¥
s
u
i
s
h
m
¥
k
i
h
o
n
h
o
u
¥
h
o
u
n
t
s
u
a
n
 

h
t
m
l
 
(二

0
1
三
年
一
月
二

0
日
ア
ク
セ
ス
）
。
な
お
、
障
害
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表
は
、

h
t
t
p
:/＼
w
w
w
8
.c
a
o
.g
o
.j
p
¥

s
h
o
u
g
a
i
¥
s
u
ishin
¥
k
i
h
o
n
h
o
u
¥
s
h
in
k
y
u
.h
t
m
l
 
(―

1
0
一
三
仁
千
一日公一

0
日
ア
ク
セ
ス
）
。

(71)
内
閣
府
、
障
害
者
基
本
法
の
改
正
に
つ
い
て

（
平
成
二
三
年
八
月
）
、

h
t
t
p
:/＼
w
w
w
8
.c
a
o
.g
o
.jp
¥
s
h
o
u
g
a
i
¥
s
u
i
s
h
i
n
¥
k
i
h
o
n
h
o
u
¥
k
a
i
s
e
i
2
.h
t
m
l
 #fu tai 

(―
1
0
二
ニ
年
一
月
二

0
日
ア
ク
セ
ス
）。
な
お
、
改
正
後
の
障
害
者
基
本
法
は
、
改
正
障
害
者
基
本
法
、

h
t
t
p
:
/＼
w
w
w
.n
s
c
s
d
.j
p
¥
k
i
h
o
n
h
o
u.
h
t
m

(―

1
0
 

一
三
年
一

月
二
0
日
ア
ク
セ
ス
）
。

(72
)
障
害
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

【概
要
】
（
平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
成
立
、
平
成
二
三
年
八
月
五
日
公
布
）
、
http:
/＼
w
w
w
8
.c
a
o
.g
o
.jp
¥
 

s
h
o
u
g
a
i
¥
s
u
i
s
h
i
n
¥
k
i
h
o
n
h
o
u
¥
p
d
f¥
g
a
i
y
o
.p
d
f
 
(―

10
一
三
年
'
-日り
―
10
日
ア
ク
セ
ス
）
参品虎
゜

(73
)
改
正
障
害
者
基
本
法
に
は
、
合
理
的
配
慮
の
定
義
規
定
は
な
く
、
こ
の
点
は
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会
議

（後
に
、
障
害
者
政
策
委
員
会
）
差
別
禁
止

部
会
に
委
ね
ら
れ
た
。
な
お
、
改
正
法
二
条
二
項
で
、
新
た
に
「
社
会
的
障
壁
」
は
「
障
害
が
あ
る
者
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
障

壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他

一
切
の
も
の
」
と
定
義
さ
れ
た
。

(74)
詳
し
く
は
、
山
崎
、
前
掲
注

(26
)、
「第
皿

部

日

本
に
お
け
る
国
内
人
権
機
関
の
設
置
に
向
け
た
動
向
」

参
照
。

(
7
5
)
h
t
t
p
:
/
 /w
w
w
.m
o
j
.g
o
.j
p
¥
c
o
n
t
e
n
t
¥
0
0
0
0
8
2
6
3
1
.
p
d
f
 
(―

1
0
一
三
年
一
月
二

0
日
ア
ク
セ
ス
）。

(76
)
法
律
案
お
よ
び
法
律
案
要
網
は
、
h
t
t
p
:/＼
w
w
w
.m
o
j
.g
o
.j
p
¥
J
I
N
K
E
N
¥
j
i
n
k
e
n
0
3
_

0
0
1
4
1
.
h
t
m
l

(二
0
-
三
年
一
月
二
0
日
ア
ク
セ
ス
）
。

(
77
)
http:
/
 /w
w
w
.s
a
n
g
i
i
n
.g
o
.j
p
¥
j
a
p
a
n
e
s
e
¥
jo
h
o
l
/
k
o
u
s
e
i
¥
g
i
a
n
¥
1
8
1
¥
m
e
i
s
a
i
¥
m
l
8
1
0
3
1
8
1
0
0
7
.h
t
m
 
(―
1
0
一
三
仁千

一
日竺

一0
日
ア
ク
セ
ス
）
。

(
7
8
)
h
t
t
p
:/＼
w
w
w
8
.c
a
o
.g
o
.j
 
p
¥
s
h
o
u
g
a
i
¥
s
u
i
s
h
i
n
¥
s
e
i
s
a
k
uー

iinkai
¥
p
d
f¥
k
i
h
o
n_
k
e
i
k
a
k
u
¥
h
o
n
b
u
n
.p
d
f
(

一

＿

o
-三
年
'
-
日り
―
1
0
口旦

r
ク
セ
ス
）
。

(79
)
食
品
安
全
委
員
会
、
地
方
制
度
調
査
会
、
消
蓑
者
委
員
会
等
一
六
の
審
議
会
等
が
障
害
者
政
策
委
員
会
と
同
じ
位
置
づ
け
で
あ
る
。

(80
)
内
閣
総
理
大
臣
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
政
策
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
障
害
者
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議

の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
障
害
者
基
本
法

―
一
条
四
項
）
。

(81
)
国
会
法
四
一
条
三
項
一
五
号
。

一
九
九
八
年

一
月
に
新
設
。

(82)
藤
本
雅
「
参
議
院
行
政
監
視
委
員
会
一

0
年
間
の
活
動
実
績
と
課
題
＼
参
議
院
の
行
政
監
視
機
能
強
化
に
向
け
て
＼
」

「立
法
と
調
査
j

二
七
六
号
（
ニ

0
0
八
年
一

月
）
参
照
。

(83)
こ
の
場
合
、

中
央
組
織
を
東
京
以
外
に
置
く
と
い
う
選
択
肢
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

(84
)
毎
日
新
聞
、

二
0
一
三
年
四
月
九
日
。
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